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1 

都道府県議会制度研究会(第 10 回)会議概要 

文責：全国都道府県議会議長会事務局 

１ 日 時 令和２年２月 17 日(月) 午後６時 30 分～午後８時 30 分 

２ 場 所 都道府県会館５階全国都道府県議会議長会会議室 

３ 出 席 者 中邨座長、内田委員、金井委員、駒林委員、土山委員、人羅委員、眞柄委員 

４ 会議経過 

(１) 開会

中邨座長が開会を告げた。

(２) 報告書（案）について

事務局が資料１に基づき説明を行い、その後意見交換を行った。

主な意見は次のとおりである。

報告書全般について 

・基本的な部分について違和感はない。

・二元代表制を車の両輪で例えると、決定権者は議会と長の二者いることとなっている

が、地方自治においては意思の齟齬が生じることは好ましくないことから、議会が最

終的な政策調整を行い、その議会に長が物事を提案していくという立ち位置で議会の

あり方を構成していったらどうか。

・今までの意見をよくまとめていただいたと思う。

・全国都道府県議会議長会として、総務省から、なり手不足対策のメニューを提示する

ことが求められているのであれば、どこかにまとめて置くことも考えられるのではな

いか。

・大枠の話となるが、制度、運用、規範、期待に関する提言を切り分けて構成してはど

うか。

Ⅰ 地方議会・議員についてどのように考えるか 

１ 地方議会・議員のあり方 

・地方議会の活動をわかってくださいという以上は、地方議会の活動を見えるように

することは義務だということを示しておく必要があるのではないか。

・地方議会議員を「専門職」とするのは違和感がある。議員はむしろ専門家でないこ

とが重要ではないか。前回の研究会では地方議会議員を「公選職」と位置付けた。

また、都道府県議会議員は専業化しており、職業であり、年金も必要であり、議員

報酬も上げようという流れであり、今日では一般的に兼業・副業が推奨されるよう

になってきたので、「専業職」、「総合職」的なものとなるのではないか。

２ 都道府県議会・議員と市町村議会・議員 

・都道府県議会・議員と市町村議会・議員の違いを主眼とし構成されているが、Ⅱ以

降に結び付けていくためには、両者の違いから都道府県議会・議員の特性を打ち出

すことを主眼とした方が良いのではないか。
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Ⅱ 委  員  発  表  資  料 
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意 ⾒ 発 表 レ ジ ュ メ
令和元年 6 ⽉ 12 ⽇

内 ⽥ ⼀ 夫
(「法」は地⽅⾃治法を指す。)

１ ⽴法府としての地⽅議会の明確化
（１）過去の提⾔

１）「地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方 

― 地方が主役の国づくり ―」 

平成 19 年５月 30 日  地方分権改革推進委員会

（自己決定・自己責任、受益と負担の明確化により地方を主役に）

地方分権改革においては、「自己決定・自己責任」、「受益と負担の明確化」により「地方

を主役に」の確立を目指すべきである。「地方が主役」とは、地方が総体として国から自立

するとともに、各地域が相互に連帯しつつ個々に自立する姿である。条例制定権を拡大して、

首長・議会を本来あるべき政策決定機関に変え、自主経営を貫き、地方が主役となる。

地方が主役の国づくりを実現するには、自治行政権、自治財政権、自治立法権を十分に具

備した地方政府を確立する必要がある。

※ 地方分権改革推進委員会

地方分権改革推進法(平成 18 年 12 月 15 日公布)に基づき内閣府に設置。(委

員長 丹羽宇一郎 伊藤忠商事株式会社取締役会長) 

２）「基礎自治体のガバナンス改革 ～課題と改革の方向性～」 

平成 20 年６月 24 日 経済同友会 地方行財政改革委員会 提言

３．行政監視・政策形成拠点として自治をリードする地方議会の改革

１）首長・行政の政策決定・実施に対するチェック・アンド・バランス機能

――行政監視機能、政策立案・立法機能の向上

地方分権の進展により、地方議会は市民の多様で多元的な利益を反映した政策形成

を促進するための政策企画・立案、立法機能の向上が求められる。また、マニフェス

ト導入による首長のリーダーシップ強化に伴い、首長･行政の行き過ぎを抑制し、均

衡を図るために議会の行政監視機能の強化が必要となる。

今後、地方議会においては首長と議員による政策論争に基づく立法機能を高めるこ

とが重要である。本来、二元代表制に求められる政策論争が活発化すれば、議会の活

性化が促進される。地方においても政治主導、政策本位の政治が実現し、選挙を通じ

た市民による意思決定が行われるとともに、政策の立案と実施を分離するマネジメン

トの高度化が図られることになる。

内 田 委 員

資 料 1  
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（２）⽴法機関としての地位・役割の明確化
 「議事機関」＝ ⽴法機関でありながら⾏政体制の延⻑として語られる。

⾏政改⾰ 情報公開 規制緩和（議決事件、事務局体制）

○ 議会の機能

① 住民代表（⇔ 代理）機能

住民目線 社会常識 ⇒ 信頼される議会  「deliberative  organs」 

② 監視機能 能動的監視機能  ⇒ 活動する議会 

③ 政策提案機能 夢を語る議会 

○ 議会は住民代表機関としての機能を、住民から負託されている。

⇒ 機動的に問題を解決し、住民に対し、決定過程、決定結果、事後経

過を説明する責任 ＝ 議決責任 説明責任 ⇒ 生産性が高い議会

 ⾃治体の⽅向を決めるのは⽴法機関である議会

○ 予算の増額修正に制約が課せられているが、実質的に予算や税を伴う条例の

提出によって予算の増額修正はなしうる。

法第 112 条第１項 普通地⽅公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、
議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。

法第 97 条第２項 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但
し、普通地⽅公共団体の⻑の予算の提出の権限を侵すことはできない。

･ 「予算の提出の権限を侵す」との文言は立法機関を制約する基準となりうる

か。 

･ 国会と同様、長に意見を述べる機会を与えるなど手続きを整備すべきではな

いか。 

国会法
第 57 条の 3 各議院⼜は各議院の委員会は、予算総額の増額修正、委員会の提出若し
くは議員の発議にかかる予算を伴う法律案⼜は法律案に対する修正で、予算の増額を
伴うもの若しくは予算を伴うこととなるものについては、内閣に対して、意⾒を述べる
機会を与えなければならない。

2
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○ 議員提出条例については、長に課せられている予算を伴う条例についての制

約もない。

法
（予算を伴う条例、規則等についての制限）
第 222 条 普通地⽅公共団体の⻑は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに
予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる⾒込
みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。
２ 普通地⽅公共団体の⻑、委員会若しくは委員⼜はこれらの管理に属する機関は、その
権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定⼜は改正があらたに予算を伴うこと
となるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間
は、これを制定し、⼜は改正してはならない。

･ 議会の⻑に対する政策決定の優位性を⽰していると⾔えないか。

･ ⽴法機関に与えられる⾃律権の考えからは、議会の運営について事前におい
ても事後においても他の機関の統制を受けないことが必要とされている。

⇒ 議会の完結性を阻害する「再議」制度について⾒直す必要がある。
特に、⼀般再議(法 176 条第 1 項)、権限踰越の違法再議(同条第４

項)は⾏使基準が曖昧であり廃⽌する必要がある。

※ しかしながら、総務省は、再議や専決処分について、「⻑が議会との対⽴
を表⾯化させることを恐れるため、解決⼿段として適切に⾏使されていな
いのではないかという問題も指摘できる。」との⽴場

「地⽅⾃治法抜本改正についての考え⽅（平成 22 年）」
(平成 23 年 1 ⽉ 26 ⽇ 総務省)

法第 176 条 普通地⽅公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地⽅
公共団体の⻑は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の⽇（条例の制
定若しくは改廃⼜は予算に関する議決については、その送付を受けた⽇）から⼗⽇以内に
理由を⽰してこれを再議に付することができる。
２ 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その
議決は、確定する。
３ 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃⼜は予算に関するものについ
ては、出席議員の三分の⼆以上の者の同意がなければならない。
４ 普通地⽅公共団体の議会の議決⼜は選挙がその権限を超え⼜は法令若しくは会議規

3
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則に違反すると認めるときは、当該普通地⽅公共団体の⻑は、理由を⽰してこれを再議に
付し⼜は再選挙を⾏わせなければならない。
５ 前項の規定による議会の議決⼜は選挙がなおその権限を超え⼜は法令若しくは会議
規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務⼤⾂、市町村⻑にあつては
都道府県知事に対し、当該議決⼜は選挙があつた⽇から⼆⼗⼀⽇以内に、審査を申し⽴て
ることができる。
６ 前項の規定による申⽴てがあつた場合において、総務⼤⾂⼜は都道府県知事は、審査
の結果、議会の議決⼜は選挙がその権限を超え⼜は法令若しくは会議規則に違反すると
認めるときは、当該議決⼜は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
７ 前項の裁定に不服があるときは、普通地⽅公共団体の議会⼜は⻑は、裁定のあつた⽇
から六⼗⽇以内に、裁判所に出訴することができる。
８ 前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決⼜は選挙の取消しを求めるものは、
当該議会を被告として提起しなければならない。

 ⾞の両輪論からの脱⽪
○ 役割の違いの明確化。

 憲法は両者は選挙で選ばれると言っているのみで、両者の関係についての

価値判断を示していない。 

･ 新たなイメージ
⾃動⾞に例えれば議会はドライバーである。

ハンドル ブレーキ アクセル ⺠意に基づく

 あるべき地⽅議会（都道府県議会）へ向けてのキャッチフレーズ

◎ 信頼される議会
◎ ⽣産性の⾼い議会
◎ 夢を語る議会
◎ 活動する議会
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（3）議会の⾃律権から⾒た検討

○ 議会の⾃律権についての伝統的理解からみた現状分析

【伝統的理解】
⼤⽯眞著「議院⾃律権の構造」より

① 内部組織決定権を有すること ※
② 構成員の選挙の審判者であること
③ ⼀定範囲でその会期の⽇時及び場所を⾃由に定めうること ※
④ 議事⽇程の主権的決定権を有すること
⑤ ⾃由にその規則を制定すること ※

議会⾃律権で語られる「規則」は、単なる法形式を⽰すのではなく、議会の⾃律的
決定権を象徴的に⽰している。
規則は議会が当然にその権限を固有する決議(議会の意思の表明)の⼀種であって
議会⼿続準則の決定権は「規則」という法形式によってしか発動できないもので
はない(⼤⽯教授)。

⑥ ⾃律的にその財務制度を規律すること ※
⑦ ⾃らその内部規律を保つこと ※
⑧ ⾃らその安全にそなえること

【課 題】
① 内部組織決定権を有すること

･ 地⽅⾃治法に定める組織に限定されている。
委員会、協議等の場

･ 議会基本条例等で組織の新設はできないのか。
附属機関、政治倫理審査会、災害対策本部 等

③ ⼀定範囲でその会期の⽇時及び場所を⾃由に定めうること
･ 招集権は基本的に⻑の専権事項である。

通年会期が選択できるというのは、その反論になりうるか。

⑤ ⾃由にその規則を制定すること
･ 会議規則は議会⾃律権でいう「規則」とは異なるのか。

法第 120 条 普通地⽅公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。

5
79



･ 憲法第 94 条、地⽅⾃治法第 14 条と議会の⾃律権（内部組織決定権、規則制
定権等）の関係をどのように捉えるか。

条例と会議規則との関係  ※「会議条例」の問題
地⽅⾃治法に違反しない限り会議規則に創設的規定を設けることは可能
か。例えば「会派」

憲法
第 94 条 地⽅公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び⾏政を執⾏する権能
を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

法
第 14 条第１項 普通地⽅公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第⼆条第⼆項の事
務に関し、条例を制定することができる。

⑥ ⾃律的にその財務制度を規律すること
･ 国会におけるような⼆重予算制度は採りえないのか。

「財政法第 19 条に規定するいわゆる⼆重予算制度は、国会、裁判所、
会計検査院という三独⽴機関にかかる歳出予算額についての増額修正権
を前提としたものと解されている。」(国⽴国会図書館調査及び⽴法考査局
「シリーズ憲法の論点④ 財政制度の論点」９⾴)。

国会法
第 32 条 両議院の経費は、独⽴して、国の予算にこれを計上しなければならない。 
２ 前項の経費中には、予備⾦を設けることを要する。

財政法
第 19 条 内閣は、国会、裁判所及び会計検査院の歳出⾒積を減額した場合において
は、国会、裁判所⼜は会計検査院の送付に係る歳出⾒積について、その詳細を歳⼊歳
出予算に附記するとともに、国会が、国会、裁判所⼜は会計検査院に係る歳出額を修
正する場合における必要な財源についても明記しなければならない。

⑦ ⾃らその内部規律を保つこと
･ 国会に⽐べ懲罰に関する規定が不備 ⇒ 資料 2 参照 
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２ 議員は職業であることの明確化
職業特性に相応しい活動基盤の整備が必要

○ 特別職の公務員
地⽅公務員法
第 3 条 (略)
２ ⼀般職は、特別職に属する職以外の⼀切の職とする。
３ 特別職は、次に掲げる職とする。

⼀ 就任について公選⼜は地⽅公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを
必要とする職
⼀の⼆〜六 (略)

※ 国勢調査分類
⼤分類 管理的職業従事者
中分類（１）−管理的公務員
１ 管理的公務員
国⼜は地⽅公共団体における課（課相当を含む）以上の内部組織の業務を管理・監督
する仕事に従事するもの及び議会議員として⽴法関係の仕事に従事するものをいう。 

都道府県議会議⻑、都道府県議会議員、市区町村議会議⻑、市区町村議会議員
※ 議員の就労証明の問題

○ 政務活動費による議員活動(普段における活動)の公認
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○ 裁判員制度と議員      議員に対する⼀般的理解の代表

平成 21 年 5 月から裁判員制度が施行されたが、国会議員は裁判員に就くことができ

ないとされているのに対し、地方議会議員は会期中については辞退の申し出ができる

が、それ以外の場合には辞退の理由を付して申し立てを行わなければならないこととさ

れており、国会議員と明らかに扱いが異なる。 

地方議会議員の裁判員への就任についての考え方について最高裁事務総局に質し

たところ、以下の回答を得た。 

なお、施行後 3 年を経過した時点で法律の施行について検討を行うこととされている

ことから、地方議会議員の裁判員就任について具体的問題が発生した場合、就任の是

非について検討を行うことは可能とのことである。 

 地方議会議員の裁判員への就任についての最高裁事務局見解

（平成 20 年 10 月 1 日） 

最高裁判所事務総局刑事局 第一課裁判員制度企画第二係 澤村達宏氏 

電話 03-3264-8111（内線 4235） 

○ 地方議会議員の辞退事由について

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 16 条第１項第 2 号により、会期中であ

る場合には辞退の申立てができるものとされております。これは、会期中である場合

には、重要な公務を全うする必要性が一般的に認められることから、公務の内容等

に関する具体的な御事情を伺うまでもなく、辞退の申立てをしていただくことを可能

とするものです。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 

（辞退事由）
第 16 条  次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申⽴
てをすることができる。
⼀ (略)
⼆ 地⽅公共団体の議会の議員（会期中の者に限る。）
三〜⼋ (略)

○ 会期中以外(委員会の閉会中審査、議員活動 等)の辞退事由について

会期中でない場合には、同２号による辞退の申立てをしていただくことはできませ

んが、重要な公務があって、自らが処理しなければ著しい損害が生じるおそれがあ

るといった御事情が認められるような場合には、地方公共団体における職員（都道

府県知事及び市町村長を除く。）や民間企業における経営者及び従業員と同様に、

同 8 号ハの規定による辞退の申立てをしていただくことが可能です。その場合に、
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辞退が認められるかどうかは、裁判員として職務に従事する期間、公務の代替性、

予定される公務の日時を変更できる可能性などといった観点から総合的に判断さ

れます。 

（辞退事由） 

第 16 条  次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申⽴
てをすることができる。

⼀〜七 (略)
⼋  次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を⾏
うこと⼜は裁判員候補者として第 27 条第 1 項に規定する裁判員等選任⼿続の期⽇に出
頭することが困難な者

イ〜ロ (略)
ハ その従事する事業における重要な⽤務であって⾃らがこれを処理しなければ当
該事業に著しい損害が⽣じるおそれがあるものがあること。
⼆〜ホ (略)

○ 国会議員は裁判員の職務に就くことができないとされている理由について

国会議員が裁判員の職務に就くことができないとされている（同法第 15 条第 1

項第１号）のは、三権分立への配慮からであって、地方公共団体の議会の議員が

辞退の申立てをすることができるとされているのとは事情が異なります。すなわち、

裁判員は司法権行使の意思決定に参画するので、国の立法権行使に参画する

国会議員等は、裁判員の職務に就くことはできないとされたものです。 

（就職禁止事由） 

第 15 条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。
⼀  国会議員
⼆  国務⼤⾂
三〜⼗六 （略）
⼗七 都道府県知事及び市町村（特別区を含む。以下同じ。）の⻑
⼗⼋ (略)

附則 
（検討） 

第 9 条 政府は、この法律の施⾏後三年を経過した場合において、この法律の施⾏の状
況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、裁判員の参加
する刑事裁判の制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を⼗全に果たすことができ
るよう、所要の措置を講ずるものとする。

※ 検察審査員も同様（検察審査会法 8 条）

第 8 条  次に掲げる者は、検察審査員の職務を辞することができる。
⼀  年齢七⼗年以上の者
⼆  国会⼜は地⽅公共団体の議会の議員。ただし、会期中に限る。
三〜九 （略）

9
83



【地方自治法に欠落している議会関係規定】 
「法」は「地方自治法」を指す。

【議会制度研究会提言事項】

① 議会（委員会）の執行部に対する資料要求権の創設 １頁

② 議長の訴訟事務に係る代理人の規定の創設 ２頁

③ 議長に懲罰発議権を付与 ２頁

【その他の事項】

① 懲罰に係る短期時効の例外規定の創設 ３頁

② 協議調整の場における懲罰等の明確化 ３頁

③ 懲罰対象・手続の明確化 ４頁

④ 処分要求と懲罰の関係についての明確な規定の欠如 ７頁

⑤ 閉会中審査議案に係る後会継続規定の創設 ７頁

⑥ 100 条調査に関する規定の整備 ７頁

⑦ 参考人、公聴会開催規定の整合性確保 ８頁

⑧ 議会が制定する法形式に関する規定の欠如 ９頁

⑨ 期間計算の方法の明示 ９頁

⑩ 長に対する不信任決議案の提出要件についての加重規定の欠如 10 頁 

内 田 委 員

資 料 2  
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【議会制度研究会提言事項】

① 議会（委員会）の執行部に対する資料要求権の創設

議会が幅広く充実した審議を行い、執行機関を監視するため、国会法と同様、議会

（委員会）に資料要求権を付与する必要がある。

なお、国会法における「必要な報告又は記録」には、既存の帳簿、書類の外、必要

な事項についての新たな書類の作成または報告を含むものとされている。

国会法 

第 104 条 各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対
し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。
２ 内閣又は官公署が前項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならない。
その理由をその議院又は委員会において受諾し得る場合には、内閣又は官公署は、その報告
又は記録の提出をする必要がない。
３ 前項の理由を受諾することができない場合は、その議院又は委員会は、更にその報告又
は記録の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができ
る。その声明があつた場合は、内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出をする必要がな
い。
４ 前項の要求後 10 日以内に、内閣がその声明を出さないときは、内閣又は官公署は、先
に求められた報告又は記録の提出をしなければならない。

衆議院規則

第 56 条 委員会は、議長を経由して審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必
要な報告又は記録の提出を要求することができる。
第 56 条の 4 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、議長を経由して、会計検
査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることがで
きる。

参議院規則

第 181 条 委員会が審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し報告又は記録の提出を
求めようとする場合は、議長を経て、これを求めなければならない。
第 181 条の 2 委員会が審査又は調査のため、会計検査院に対し特定の事項についての会計
検査及びその結果の報告を求めようとする場合は、議長を経て、これを求めなければならな
い。

※ 衆議院における予備的調査制度における事務局からの資料提出要請について （衆

議院ホームページより）

○ 予備的調査への協力要請

調査局長等は、予備的調査の実施に当たり、官公署に対して資料提出等の必要

な協力を求めることができ（議院事務局法第 19 条、議院法制局法第 10 条）、官

公署が当該協力要請を拒否した場合、命令を発した委員会は、官公署に対して、

拒否の理由を述べさせることができることとされている（国会法等の一部を改正

する法律案等の運用に関する申合せ，平成９年 12 月 11 日衆議院議院運営委員

会決定）。
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② 議長の訴訟事務に係る代理人の規定の創設

平成 16（2004）年の行政事件訴訟法の改正において、抗告訴訟の被告適格の簡明化

の観点から、被告適格者を原則として行政庁から国または地方公共団体に改めること

とされたところである。その際、議会の自律性の観点から「普通地方公共団体の議会

又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長

が当該普通地方公共団体を代表する。」(地方自治法第 105 条の 2)こととされた。 

実際に訴訟を遂行するに当たっては、首長については地方自治法第 153 条において

職員への事務委任が規定されている。

しかしながら、地方自治法第 153 条は「普通地方公共団体の長」のみに適用され、

議長については、訴訟事務についての委任規定が存しないことから、実際の訴訟遂行

に支障を来たすこととなる。そこで、議長の訴訟遂行に当たっての事務委任規定を創

設し、現行制度を補完する必要がある。

法

第 153 条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職
員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。
２ 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委
任することができる。

③ 議長に懲罰発議権を付与（委員長の処分請求権）

議長の議事整理権、秩序維持権の実効性を上げるため、国会法と同様、議長が職権

で懲罰発議できるようにすべきである。

なお、国会法では、委員会における懲罰事犯について、委員長は議長に報告し処分

を求めることを認めている。

国会法 
第 121 条 各議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審
査させ、議院の議を経てこれを宣告する。
２ 委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、これを議長に報告し処分を求めなけ
ればならない。
３ 議員は、衆議院においては 40 人以上、参議院においては 20 人以上の賛成で懲罰の動議
を提出することができる。この動議は、事犯があつた日から３日以内にこれを提出しなけれ
ばならない。

法
第 137 条 普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は
正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席し
ない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。
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【その他の事項】

① 懲罰に係る短期時効の例外規定の創設

会期末に生じた懲罰事犯及び閉会中の委員会等における懲罰事犯に対し懲罰動議

を提出することを可能とするよう、国会法と同様、短期時効及び会期独立の原則の例

外規定を設ける必要がある。

国会では、「会期の終了日又はその前日に生じた懲罰事犯」や閉会中の委員会におけ

る懲罰事犯については、議長または議員は所定の賛成者をもって、「次の国会の召集の

日から三日以内にこれを懲罰委員会に付することができる」、(国会法第 121 条の２、

第 121 条の３)とされている。 

国会法
第 121 条の２ 会期の終了日又はその前日に生じた懲罰事犯で、議長が懲罰委員会に付する
ことができなかつたもの並びに懲罰委員会に付され、閉会中審査の議決に至らなかつたもの
及び委員会の審査を終了し議院の議決に至らなかつたものについては、議長は、次の国会の
召集の日から３日以内にこれを懲罰委員会に付することができる。
２ 議員は、会期の終了日又はその前日に生じた事犯で、懲罰の動議を提出するいとまがな
かつたもの及び動議が提出され議決に至らなかつたもの並びに懲罰委員会に付され、閉会中
審査の議決に至らなかつたもの及び委員会の審査を終了し議院の議決に至らなかつたものに
ついては、前条第３項に規定する定数の議員の賛成で、次の国会の召集の日から３日以内に
懲罰の動議を提出することができる。
３ （略） 
第 121 条の３ 閉会中、委員会その他議院内部において懲罰事犯があるときは、議長は、次
の国会の召集の日から３日以内にこれを懲罰委員会に付することができる。
２ 議員は、閉会中、委員会その他議院内部において生じた事犯について、第 121 条第３項
に規定する定数の議員の賛成で、次の国会の召集の日から３日以内に懲罰の動議を提出する
ことができる。

② 協議調整の場における懲罰等の明確化

懲罰の前提となる地方自治法第 132 条〔品位の保持〕及び侮辱を定める第 133 条

は、議会の会議又は委員会のみを対象としており協議調整の場を対象としていないの

で、追加すべきである。

法
第 132 条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言
葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。 
第 133 条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、
これを議会に訴えて処分を求めることができる。 
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③ 懲罰対象・手続の明確化

◎ 国会にあって地方議会にない規定 （懲罰規定の不備）

〔懲罰の対象行為〕

○ 無礼な辞表に対する懲罰

国会では、議員の辞表に無礼又は議院の品位を傷つける文辞がある場合、議長は辞表を懲罰

委員会に付することができる。

衆規 （参規 191 条 192 条） 
第 187 条  議長は、辞表を朗読させ、討論を用いないで議院に諮りその許否を決する。
第 188 条 辞表に無礼又は議院の品位を傷つける文辞があると認めたときは、議長は、朗読
にかえてその要領を議院に報告する。
２ 前項の場合において、議長は、その辞表を懲罰委員会に付して審査させることができ
る。

○ 議長の制止または発言取消し命令に従わない場合の懲罰

国会では、議長の制止又は発言取消の命に従わない者を懲罰委員会に付することができる。

参規 （衆規 238 条） 
第235条 議長の制止又は発言取消の命に従わない者に対しては、議長は、国会法第１１６条によりこれ
を処分するの外、なお、懲罰事犯として、これを懲罰委員会に付託することができる。
委員長の制止又は発言取消の命に従わない者に対しては、委員長は、第５１条によりこれを処分するの

外、なお、懲罰事犯として、これを議長に報告し処分を求めることができる。

○ 登院停止議員の登院

国会では登院を停止された者が停止期間内に登院し退去命令に従わないときは、懲罰委員会

に付することができる。

衆規 （参規 244 条） 
第 244 条  登院を停止された者がその停止期間内に登院したときは、議長は、退去を命ず
る。その命に従わないときは、必要な処分をなし、更に懲罰委員会に付する。

〔懲罰動議の扱い〕

○ 時効の適用関係の明確化

 国会においては時効が適用となるのは、議員の動議による場合に条文上特定されており、議

長の懲罰発議は対象となっていない。

地方議会では欠席議員に対する懲罰の議長発議について時効が適用されるのか条文上明確で

はない。ただし秘密の保持の違反については、時効が適用されないことを会議規則に規定。

国会法
第 121 条第３項 議員は、衆議院においては四十人以上、参議院においては二十人以上の賛
成で懲罰の動議を提出することができる。この動議は、事犯があつた日から三日以内にこれ
を提出しなければならない。
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○ 秘密の漏洩に対する懲罰動議の手続の明確化

 秘密会の秘密の保持については会議規則に規定があるが、違反した場合の懲罰手続きについ

ての規定がない。

衆規 （参規 236 条） 
第 234 条の 2  秘密会議の記録中特に秘密を要するものと議院において議決した部分又は議
院に提出（提示を含むものとする。次項において同じ。）がされた特定秘密を他に漏らした
者に対しては、議長は、これを懲罰事犯として、懲罰委員会に付する。
２  秘密会議の記録中特に秘密を要するものと委員会で決議した部分又は委員会に提出がさ
れた特定秘密を他に漏らした者に対しては、委員長は、懲罰事犯として、これを議長に報告
し処分を求めなければならない。

県会規第 102 条 秘密会の議事の記録は、公表しない。 
２ 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

○ 懲罰動議提出の保障

 国会では議長の懲罰発議との関係で、議長や委員長が懲罰事犯と認めなくても議員は動議を

提出できることを明記している。

衆規 （参規 237 条） 
第 235 条 議長又は委員長において懲罰事犯と認めない事件についても、議員は、国会法第
百二十一条第三項の規定によつて懲罰の動議を提出することができる。

○ 懲罰動議処理方法の明示 (議長の権限行使に裁量の余地を与える)

国会では議長の懲罰動議への対応方法を明記している。

衆規 （参規 238 条） 
第 236 条  懲罰の動議が提出されたときは、議長は、速かに(←直ちに)これを会議に付さな
ければならない。
２  懲罰の動議が散会後に提出されたときは、議長は、最近の会議(←次の会議)においてこ
れを議題としなければならない。

〔委員会における懲罰事犯の取扱い〕

○ 委員長の報告による懲罰

国会では委員長の処分請求権を明記している。

国会法

第 121 条第２項 委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、これを議長に報告し処
分を求めなければならない。
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〔懲罰事犯の審議〕

○ 弁明機会の明示

地方議会には弁明を権利として認める規定がない。

衆規
第 132 条 資格争訟を提起された議員又は懲罰事犯があると告げられた議員は、弁明のため
発言することができる。

○ 除名、登院停止の判断基準

地方議会には除名や出席停止の基準を定めた規定がない。

参規 （衆規 245 条） 
第 245 条 議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者に対しては、登院を
停止し、又は除名することができる。

○ 除名否決の場合の代替措置(動議による本会議議決)

国会では除名が否決された場合、他の懲罰を科すことができることを明記している。

衆規 （参規 246 条） 
第 246 条 懲罰委員会が除名すべきものとして報告した事犯について、出席議員の三分の
二以上の多数による議院の議決がなかつた場合に、議院は、懲罰事犯として他の懲罰を科す
ることができる。

○ 本人・関係者の出席要求(参考人と区別)

国会では懲罰委員会の尋問権を明記している。

参規 （衆規 240 条） 
第 239 条 懲罰委員会は、議長を経て、本人及び関係者の出席を求め、尋問することができ
る。

○ 懲罰の宣告方法

国会では秘密会で議決した場合の宣告方法を明記している。

衆規 （参規 247 条） 
第 247 条  議院が懲罰を議決したときは、議長は、これを宣告する。秘密会議において議決
した場合は、公開の議場においてこれを宣告する。

〔懲罰の効果〕

○ 登院停止と委員解任(会派構成の維持)

国会では登院停止を科せられた場合における委員や協議委員の自動解任を明記している。

衆規（参規 243 条） 
第 243 条  登院を停止された者は、国会法第四十二条第一項及び第四十五条第二項の規定に
かかわらず、その委員を解任されたものとする。
２  前項の規定は、協議委員についても、また同様とする。
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④ 処分要求と懲罰の関係についての明確な規定の欠如

処分要求について国会では侮辱を受けた議員が議院に訴えて名誉を回復する方途

を開いた(陳謝、発言の取消しなど)ものとされており、議院の秩序をみだした者に対

する懲罰とは異なるとされているが、地方議会においては法文（地方自治法 133 条）

は国会と同じであるに関わらず「処分」とは「懲罰」と解釈され運用されている。

しかしながら、あくまで解釈であり名文の根拠はないことから、両者の関係につい

て明確にすべきである。

国会法

第 120 条 議院の会議又は委員会において、侮辱を被つた議員は、これを議院に訴えて
処分を求めることができる。 

⑤ 閉会中審査議案に係る後会継続規定の創設

地方自治法には、国会法第 68 条但し書きの後会継続規定がなく、委員会に関する

規定において閉会中審査の規定があるのみである。総務省（自治省）は、閉会中審査

の議決をしたものは、当然後会に継続するとしているが、自治法上は根拠規定がなく、

厳格に解釈すれば、次の議会の開始によって消滅することとなる。

このような実務と自治法の規定の乖離をなくすため、後会継続に規定を設けること

が必要である。

なお、平成 24 年の地方自治法改正で通年会期が制度化されたが、通年会期におけ

る後会継続についても明記すべきである。

法第 109条第８項 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉
会中も、なお、これを審査することができる。 
法第 119 条 会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。

国会法
第 68 条 会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第四十七条第
二項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。 

⑥ 100 条調査に関する規定の整備

国会における証人尋問には、議院外（病院等）において委員を派遣し証言を求める

臨床尋問が制度化されており（議院証言法第 1 条の２）、また、証人の人権保障の観点

から補佐人（弁護士から選任）の制度があることから（同法第 1 条の 4）、地方議会に

おいても 100 条調査権の発動に当たり同様の制度を導入すべきか検討する必要があ

る。

また、地方議会では手続規定として民事訴訟法が準用されているが、国会では昭和

63 年の議院証言法改正で宣誓及び証言拒絶権等に刑事訴訟法と同様の規定が導入さ

れた。この点についても 100 条調査の運用実態等からどのような制度とすることが適

当か検討する必要がある。

また民事訴訟法のどの規定が準用されるか明確にする必要がある。
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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
第 1 条の 2  各議院は、疾病その他の理由により証人として議院に出頭することが困難な場
合であつて、議案その他の審査又は国政に関する調査のため証言を求めることが特に必要な
ときに限り、証人として議院外の指定する場所に出頭すべき旨の要求をし、又は証人として
その現在場所において証言すべき旨の要求をすることができる。
2  前項の場合には、各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の決定に基づき、その
指名する二人以上の議員又は委員（以下「派遣議員等」という。）を派遣し、証人に証言を
求めるものとする。

第 1 条の 4  証人は、各議院の議長若しくは委員長又は両議院の合同審査会の会長の許可を
得て、補佐人を選任することができる。
2  補佐人は、弁護士のうちから選任するようにするものとする。 
3  補佐人は、証人の求めに応じ、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関し、助言すること
ができる。

第１条の５ 証人には、宣誓前に、次に掲げる事項を告げなければならない。
一 第四条第一項に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるとき
は、宣誓又は証言を拒むことができること。
二 第四条第二項本文に規定する者が業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に
関するものについては、宣誓又は証言を拒むことができること。
三 正当の理由がなくて宣誓又は証言を拒んだときは刑罰に処せられること。
四 虚偽の陳述をしたときは刑罰に処せられること。

法第 100 条
２ 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあ
るものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査
のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。ただし、過料、罰
金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。

⑦ 参考人、公聴会開催規定の整合性確保

平成 24 年の地方自治法改正で、参考人の招致及び公聴会の開催は本会議でも可能

となった。これは、委員会を設置できない小規模町村に配慮して改正されたものであ

る。

しかしながら、地方自治法において選挙管理委員の罷免等に際して「委員会で」公

聴会を開くべき規定が残されており、整合性がとれていない。

法第 184 条の 2  普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行
に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに
適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。この場合に
おいては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
法第 197 条の 2  普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪え
ないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行が
あると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において
は、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
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⑧ 議会が制定する法形式に関する規定の欠如

行政委員会については地方自治法は規則その他の規程の制定権を定めているが、議

会については何ら定めがない。

会議規則や傍聴規則など地方自治法等で制定が義務付けられているもののほか、議

会(議長)が制定する法形式を明確にすべきである。 

法第 138 条の 4 第２項 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令

又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する

事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 

○ 議会又は議長の規制制定権

（昭和26.7.11 地自行持第172号 佐賀県議会事務局長宛行政課長回答） 
問 議会又は議長は、第120条及び第130条第3項に規定されているものの外、議会運

営上必要な規則又は規程等〈規定事項が単に議会内部を対象とするものと、議会外

にも及ぶものたとえば議会図書室の運営上図書の貸出に関する規定を設けるものと

が考えられる。)の制定権はないか。ないとすればその理由 
答 規則という形式によって制定することはできないが、その権限に属する事項につ

き所要の規程を設けることはさしつかえない。

⑨ 期間計算の方法の明示

期間の計算については、特別の規定がない限り、民法の期間の計算に関する規定（翌

日より起算する。民法第 140 条）が適用されるとされている。 
それに対し、国会では戦前から当日から起算するという慣行が確立していたため、

国会法にその旨を明記しており、公法関係における期間計算は当日起算で統一すべき

という考え方もある。

この点、地方自治法では期間計算について考え方を示しておらず、争いが生ずる可

能性もあることから、考え方を明示すべきである。

国会法第 133 条 この法律及び各議院の規則による期間の計算は、当日から起算す
る。 

※ 地方議会における初日起算の例

県会規

（懲罰動議の提出） 
第 116 条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が連署して、議長に提出し
なければならない。 
２ 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して三日以内に提出しなければ
ならない。ただし、第百二条((秘密の保持))第二項の違反に係るものについて
は、この限りでない。 
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⑩ 長に対する不信任決議案の提出要件についての加重規定の欠如

長に対する不信任の議決には特別多数決が必要とされているが、決議案の提出につ

いては加重規定がなく一般の決議と同じとされている。

衆議院では、五十人以上の賛成者と連署することが要件とされているが、地方議会

においても加重要件を課する必要がないか検討を要する。

衆規
第 28 条の 3  議員が内閣の信任又は不信任に関する動議若しくは決議案を発議するとき
は、その案を具え理由を附し、五十人以上の賛成者と連署して、これを議長に提出しな
ければならない。 

国会法
第 56 条 議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院にお
いては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院
においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。 

法第 178 条  普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の
議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなけれ
ばならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から
十日以内に議会を解散することができる。 
２  議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項
の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び
不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつた
ときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた
日においてその職を失う。 
３  前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席
し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半
数の者の同意がなければならない。 
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第３次都道府県議会制度研究会研究会提言の措置状況 

座長：大森 彌氏(東京大学名誉教授)  平成 16 年４月 23 日～平成 19 年４月 19 日 

◎ 「今こそ地方議会の改革を」（平成 17 年３月 18 日）

◎ 「改革・地方議会」（平成 18 年３月 29 日）

◎ 「自治体議会議員の新たな位置付け」（平成 19 年４月 19 日）

分類 研究会提言 今こそ 改革 新たな 
地制調 

答  申 

自治法 

改  正 
備考 

実 現 し て

い な い 項

目 

【9項目】 

議長に議会費の予

算執行権を付与す

ること 
８ × × 

議長に議会棟の管

理権を付与するこ

と 

９ × × 

議会の議決による

執行機関への資料

請求権を保障する

こと 

10 × × 

予算修正権の制約

を緩和するととも

に、予算の議決科

目を拡大すること 

15 
慎重に検討 

第 31次 (平成 28年 2

月 29 日 

× 

意見書に対する関

係行政庁等の誠実

処理を義務付けす

ること 

19 × × 

議長が自治体を代

表して遂行する訴

訟について、指定

代理人の制度を整

備すること 

20 × × 

議長の議場秩序維

持権を強化するた

め議長に懲罰発議

権を付与すること 

21 × × 

委員会への説明員

の出席要求を可能

にすること 

22 × × 

請願について議会

及び執行機関の誠

実処理義務を明確

化すること 

23 × × 

(注) 「今こそ」、「改革」、「新たな」の欄の番号は、各報告書の提言事項に付している番号(例：改革⑧ 

議長に議会費予算執行権を付与せよ⇒８)である。 

内 田 委 員

資 料 ３  
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分類 研究会提言 今こそ 改革 新たな 
地制調 
答  申 

自治法 
改  正 

備考 

一部実現
した項目 
【７項目】 

議会の招集権を議
長に付与すること 

１ 
通年会期制度等を必
要に応じて活用 

第 30 次 

△ 
臨時会の
招集権、
通年会期
の導入 

24 年改正 

閉会中の委員会 
活動に係る制約を
撤廃すること 

２ 
△ 

第 30 次 

△ 
通年会期
の導入 

24 年改正 

議会の内部機関の
設置を自由化する
こと 

３ 

△ 
協議・調
整の場の
設置 

20 年改正 

議会に附属機関の設
置を可能とすること ６ 

△ 
専門的知見の活用 

第 28 次 
△ 

運用 
18 年改正 

議決権を拡大すること △

①法定受託事
務への拡大

４ ○ 第 28・29 次 ○ 23 年改正 

②政令基準の
撤廃

４ ○ 第 29 次 × 

議員の位置付けを
明確化すること 

△

①位置付けの
明確化

17 １ 
継続審査 

第 28・29・31 次 
× 

②報酬の見直
し 17 ２ × 

△ 
報酬⇒議
員報酬 

20 年改正 

③政務調査費
の見直し

公費支
給 

× ○ 24 年改正 

再議制度を改める
こと 

18 

「地方自治法抜本改
正についての考え方
（平成 22 年）」総務

省 

△ 
一般再議
の対象拡
大 
収支不能
再議の廃
止 

24 年改正 

実現した
項目 
【７項目】 

調査権・監視権を
強化すること 
（公社等に対する
監視機能強化） 

５ ○ 第 29 次 ○ 政令改正 

議会事務局の機能
を明確化すること 

７ ○ 第 28 次 ○ 18 年改正 

委員会にも議案提出
権を付与すること 

11 ○ 第 28 次 ○ 18 年改正 

常任委員会への議
員の所属制限を撤
廃すること 

12 ○ 第 28 次 ○ 18 年改正 

議長による委員会
委員の選任の特例
を認めること 

13 ○ 第 28 次 ○ 
18・24 年改
正 

専決処分要件を見
直すとともに、不
承認の場合の首長
の対応措置を義務
付けること  

14 

○ 第 28 次・「地方
自治法抜本改正につ
いての考え方（平成
22 年）」総務省

○ 
18・24 年改
正 

決算不認定の場合
の首長の対応措置
を義務付けること 

16 ○ 第 31 次 ○ 29 年改正 

(注) 「今こそ」、「改革」、「新たな」の欄の番号は、各報告書の提言事項に付している番号(例：改革⑧ 

議長に議会費予算執行権を付与せよ⇒８)である。 
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  2019年７月12日(金) 

 18：00～20：00 

 会場：都道府県会館５階 

全国都道府県議会議長会会議室 

全国都道府県議会議長会 

都道府県議会制度研究会（第３回） 

東京大学法学部 

教授 金井利之 

 

二元代表制論について 

 

はじめに 

 制度は、環境要因と切り離されて検討できるが、本来は環境との対応関係が重要 

  制度とは、法制度・法律規定と言うよりは、制度了解としての教説／法理／理法(doctrine) 

 ある環境要因を前提に設計された制度は、環境要因が変化すれば、制度改革がなくても、制度の作用

は変化したことと同じになる(事実上の制度改革、制度変質) 

  環境要因＝保守支配議会(都道府県・大規模都市では保守政党、小規模市町村では無所属として) 

       首長の在り方のみ変わることが有り得る(基本は保守支配首長) 

 制度によって環境要因を変えようとする制度工学→通常は、制度設計者の発想と異なる帰結を招く 

 

１．二元的代表(民主)制論 

(1)西尾勝(『都民参加の都政システム』1977年)的な世界 

  革新自治体期の党派的分割政府という環境状況 革新首長vs保守議会 

  革新首長は、制度上の議会権限によって、保守議会によって施策を阻まれる 

  革新首長は、それゆえに住民直結によって、保守議会の抵抗を乗り越えようとする 

  それゆえに、保守議会は、一元的代表民主制論に依拠して、住民直結＝議会迂回を批判 

  このような議会迂回論批判への対抗をするための教説 

  首長は政治機関である(議会も政治機関である) 

政治機関である首長が住民参加／直結を進めるのは当然、議会も住民直結をすればよい 

  

(2)村松岐夫(伊藤光利と共著『地方議員の研究』日本経済新聞社、1986年)的な世界 

 二元的代表論のような保守議会の政治権力を侮る教説は、政治力学的に無理と批判 

  地方議会・議員は政治的に実力を持っている「主役」、首長だけに政治権力があるわけではない 

    首長制論(＝政治権力は首長に集中し、議会は権力のない無用の長物)への批判 

  しかし、二元的代表制論は、そもそも、保守議会からの抵抗に晒された革新首長の反撃の教説なの 

であって、政治権力的に議会が強いことは共通の前提 

議会からの逆襲以前に、最初から先制攻撃をされているという環境を無視した机上空論 

  そもそも、議会無能が実態ならば二元的代表制論は必要ない、首長制の実態を作るための教説 
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２．二元代表制論 

(1)ポスト分権改革 

 実態としての首長制(＝政治権力が首長にある)なかで、議会側からの権力闘争の教説 

 大森彌的世界：政治的野党(革新自治体期)→制度的野党(「地方の時代」から地方分権推進へ) 

→議会改革論：首長と並ぶ政治機関として、独自の政策決定をすると主張 

 

(2)分割政府の再来？ 

 環境要因としては、1990年代後半からの改革派首長・二大政党制論 

  改革派首長＝必ずしも党派色を打ち出さないが、保守議会と対抗する政策指向 

   公共事業反対・福祉削減(リストラ派)＝当時の保守議会は公共事業推進派だったので、政策対立 

  民主党系首長＝国政の二大政党制の流れを受けて、独自首長を擁立する 

   公共事業反対・福祉充実(リベラル派)＝自民党変質、公共事業反対で議会と共通＝ネオリベ派 

 保守議会支配は一貫している分割政府状態 

 分割政府のなかで、首長側が二元的代表制論を提唱するのでなく、議会側が二元代表制論 

 

３．二元代表制論の変質 

(1)単なる政争～自治体の「中南海」～ 

 圧倒的な保守議会支配、改革派首長・民主党系首長の退場、分割政府の解消 

 首長と議会の党派対立がない状況において、二元代表制論に何の意味があるのか？ 

  どちらも同じならば、議会強化は住民的には意味は全くない(単なる、為政者間の政争にすぎない？) 

 一党支配体制下における権力分立の意義は何か？ 

 

(2)平均利益vs個別利益 

 曽我謙悟・待鳥史・砂原庸介的世界＝選挙制度の相違により、同一党派でも、代弁する利益が異なる 

  首長＝平均的世論、都市部の多数派意見、非組織利益 

  議会(議員)＝郡部の多数派意見、組織利益 

 都市部の少数派意見は無視される構造(都市部の大選挙区で多少は議員は選出) 

 

４．二元代表制論の限界 

(1)首長優位の教説の残像 

 二元代表制論は、首長も政治機関として、住民の代表機関として是認してしまう 

  →「ふわっとした民意」によるポピュリスト首長の暴走を阻止することはできない 

     首長の意思＝住民多数派の意思 

 

(2)統一政府 

 首長と議会の間に政策選好や相違や党派的対立がなければ、結果的には首長の意向が通る 

  首長と議会が同じく代表機関として名目的に対等としても、実質的には首長優位 
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(3)分割政府 

首長と議会の党派的対立があれば、分割政府として、議会は首長に牽制はできる 

  →しかし、元々、二元的代表制論は、分割政府のもとでの首長優位の教説 

    二元代表制論でも、首長の意思を議会が否定する論拠が生じない 

    同じく住民代表である首長の意向を阻止することは、民意の否定として議会は不利へ 

 →首長政党を生み出す 

   民意を否定する保守議会を打倒するには、首長の手先で構成される首長政党を組織し、議会支配 

を目指すことになるのが、二元代表制論の論理的帰結 

 

 但し、首長政党が議会支配をするには、実質的に、首長政党の政策選好は自民党と差異はない 

  非自民系の首長政党が、議会多数派を支配することは、保守一党体制の日本では、有り得ない 

  似非自民党＝首長政党による統一政府への回帰 

 

５．討議広場論 ＊金井利之『自治体議会の取扱説明書』第一法規、2019年 

 

(1)首長暴走 

 二元代表制論では、首長＝代表、首長の意思＝民意、となって、首長暴走を阻止できない 

  分割政府の時には、保守議会によって首長暴走を阻止できる 

  統一政府＝保守一党支配体制のもとでは首長暴走の温床 

しかし、自治制度は、二元代表制論のように、首長が単独で決定することは、原則としていない 

  首長二元的信任制、副首長二元的信任制、条例制定、予算決定 

   但し、専決処分権、規則制定権という欠陥があるが 

  つまり、二元代表制論で現行制度を理解するのは、曲解の教説である 

 

(2)首長は代表機関ではない 

 首長が単身で代表機関になることは有り得るのか？ 

 代表は常に複数の議論を経て意思決定するのが原則 

 首長・各議員は、公選職として住民の代表ではある＝二元的公選職制 

しかし、個々人である公選職が、単独での意思決定を代表として行うことは有り得ない 

 首長・議員の集合体としての機関＝討議広場としての議会 

  首長も議会も単独では代表機関として意思決定することは、正当な代表機能ではない 

 

おわりに 

 首長と議員は異なる利益を代弁しているか？  

党派性は同一：平均利益vs個別利益 

都市部(人口重心)vs郡部(定数不均衡があるとき、大選挙区・小選挙区混淆) 

  党派性を創出？：比例代表制？ 比例代表制の非現実性、全県的な大選挙区制・中選挙区制 

 保守一党支配体制である限り、ほとんど制度論として何を議論しても無意味(「権威主義市場経済」) 

以上   
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Ⅰはじめに―近時の地方議会をめぐる状況認識 
 〇地方自治法の議会関係規定に関わる累次の改正によって、自治体議会の自由度は高くなった。そ

れに呼応した各議会の改革も一定の成果がみられる1。 
しかし他方で、市町村議会を中心にした議員定数減・報酬減等によって、監視機能等の議会機能

が低下してきているのではないか。 
 
 〇『町村議会のあり方に関する報告書』（平成 30 年 3 月）で、現行の議会制度のほかに、集中専門

型議会と多数参画型議会という選択肢が提示されたが、これは――その内容はともかく――これ

までの画一的な議会制度を変えることを意図しているといえる。言い換えると、これまでの画一

的な議会制度が限界を迎えていることを意味するのではないか。 
  なお、上記報告書において、集中専門型議会で示された「専業議員」と、平成 17 年 3 月の本研

究会中間報告『今こそ地方議会の改革を』で提起された「公選職」という議員の位置づけとはど

ういう関係になるのか。いずれにしても、議員の位置づけの新たな議論は不可避といえよう。 
 
 〇以上のような状況を踏まえると、自治体議会に共通して議論できる課題と、議会の規模の違いを

踏まえて議論すべき課題がある。 
 
 〇以下では、会派と議会事務局に対象を絞って報告する。 
 
 
Ⅱ会派について 
 １地方自治法における議会関係規定について（内田委員報告を受けて） 
  〇地方自治法には、議会の活動目標といった自治体のなかでの議会の位置づけを示す規定がない

2。地方分権改革の進展によって、議会の位置づけの不明確さが浮き彫りになったといえるので

はないか。 
 

                                                  
1 議会改革は小規模議会が先導的になされてきたが、改革メニューのなかには都道府県議会にマッチしな

いものもあるため、これまでの都道府県議会の議会改革をどのように評価すべきは難しい面がある。 
2 地方自治法制定当時には、その必要性は認識されなかったといえよう。 

都道府県議会制度研究会 

 

意見発表レジュメ 

                   立命館大学 駒林良則 

                            2019 年 7 月 12 日 
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  〇地方自治法の議会関係規定にこうした欠缺があることについて、各自治体（議会）が自らの自

治組織権及び議会の自律権に基づいて、当該事項を法形成することができると解すべきである。 
 
 ２地方自治法における会派の定めについて 
  〇上記１を前提にすると、地方自治法に十分に示されていない「会派」の内容を各議会は自律権

に基づいて、自ら定めることができる。 
 
  〇他方で、会派については――その定義がないまま――地方自治法 100 条 14 項で政務活動費の

交付の相手方として規定されている。同法では会派単位の政務活動費支出の適正さを担保する

ため、地方自治法は支出報告書の議長への提出と透明性確保のための議長の努力義務が定めら

れているが、政務活動費の不正が横行する状況に鑑みれば、さらに、会派内の会計処理の適正

さにまで法定化が及ぶべきではないか。例えば、同費の会計処理報告の公開の義務化、会計責

任者の設置義務化など。 
➥この取組が進めば、その延長線上に、会派の位置づけ等の法定化が必要になってくるのでは

ないか。 

 

 ３会派の法定化について 
 （１）なぜ会派が地方自治法（及び標準会議規則）に位置づけられていないのか 
    ・議会運営の単位は議員であるというのが地方自治法のベースにあるとの見方。 
   ・会派は政治信条の一致した議員の任意の集団であり、政党をベースにした会派が中心である。

そうした政治的なるものに、地方自治法は関わるべきではない？ 
 
    ※会派活動への議会事務局の関わりをどうするか 

        会派の政党活動と議会内での会派活動が判然と切り分けられるか  

VS  

大中規模議会では政策形成の議論が会派単位でなされていることに対応して事務局も会派の政策形成をサ

ポートすべきではないか 

 

     なお、都道府県議会制度研究会『改革・地方議会―さらなる前進へ向けて―』（平成 18 年 3 月）では事務局の

補佐事務が政治的色彩を帯びる恐れがあるため、一般的なルールを定めておくことが難しく、各議会が個別的

に事務局の関与規準を設けるべき、とする。 

  （２）会派の法定化を必要とする議論 
    ・議会運営の単位としての会派の重要性 
     ⇒会派―会派が様々な有り様をもっていることは否定できないが―という存在を公認し

なくてよいのか。 
    ・政務活動費の交付対象（上記）であること 
    ・最高裁判例でも地方議会における会派活動の重要性は是認されている3。 
  （３）法定化する場合の規定内容4 

                                                  
3 最高裁平成 17 年 11 月 10 日（第１小法廷）判決民集 59 巻 9 号 2503 頁は、「･･･議会において独立性

を有する団体として自主的に活動すべき会派の性質及び役割を前提として、･･･」会派の調査研究活動に

一定の意義を認めている。 
4 前記の『改革・地方議会』では、会派の位置づけについて、議会によって会派活動の実態が異なるた

め、議会の自主的判断に委ねることが適当とする。 
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      会派の成立要件、会派の議会内の位置づけ、会派と所属議員との関係、会派の会計の透

明性 etc. 
     cf. 多くの議会基本条例では会派に関する定めが置かれているが、会派の意義、役割および

成立要件、議員の会派結成権などである。 
 
 ４小括 
   会派の法定化には、二つのアプローチがありうる。議会運営の中心単位としての会派からのア

プローチと政務活動費の交付対象からのアプローチである。 
   地方議会選挙における比例代表制の導入が主張されているが、仮に比例代表制が実施された場

合は、前者のアプローチによる会派の法定化の必要性が高まるといえる。現時点では、後者から

アプローチによる会派の定めが現実的であろうか。 
 

 

Ⅲ議会事務局について 

１議会事務局の状況と課題 

（１）事務局機能の整理 

      議会運営を補佐する機能、議会の政策立案・監視の機能を支援する機能とともに、「議会

と執行機関との調整的機能」がある。これは、議会と首長の対立状況において調整役とし

ての機能が主として執行部局から期待されるものである。 

このほかに、議会改革後、「議会との住民との媒介的機能」が要請されているように思われ

る。    

      議会への住民参加が要請されるようになったが、総体としての議会と住民が向き合う場合

には、議会と住民とのいわば「接点」としての役割が期待される（しかし、政務活動費不

正を背景に、住民からは、議員のための盾となっているにすぎない、と批判的な目が向け

られている）。 

  （２）議会改革下での議会事務局の状況と課題 

・議会改革に実行に伴って事務局の負担が増加するが、負担増に対して財政難から現体制で

臨むしかない。 

    ・議会による政策形成のため有能な職員が確保できたのに、政策条例をつくるなどの機運が

議員のなかに醸成されていない。 

    ・議会改革に対応する体制の構築には議会事務局間の情報交換も必要である。ただ、事務局

職員が自らの議会のことを他言することを嫌がる議員もいる。 

  （３）従来から議会事務局がかかえる諸問題 

・事務局職員人事の問題 

       事務局職員の人事権は議長が有しているが、事務局職員の人事の実態は庁内の人事ロー

テーションの一環にすぎない（もっとも、例えば、佐伯市議会基本条例13条 2項「議長

の事務局職員任免権の確認、事務局職員人事に関して長は予め議長と協議すること」の
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ような対応もみられるようになった）。

・職員の意識の問題

「事務局職員は議員のいうことだけすればいいのだ」という意識が少なからずある。

 例）政務活動費の不正な領収書をめぐる問題

   その裏返しとして、「自分は執行部局の職員である」との意識が拭えない職員がいる。 

→事務局全体のモチベーションの低さにつながる

・議員対応をどうするか

地方自治法上、事務局職員は事務局長を介して議長の指揮命令権に服するが、それ以外

の議員と職員との間に指揮命令関係（上下関係）はない。とはいえ、（法の建前は別にし

て実際における）議員との「距離感」をどうとるかについては、従来から困難な問題と

して意識されている。

２課題への対処

（１）事務局（職員）の意識改革の必要性

・事務局職員はいったい誰のために仕事をしているのかの自覚

・議会改革が進行するなかで、事務局の果たすべき役割は何かを事務局内で議論することの

必要性

・事務局職員が議員にきちんとものが言えるように、議員との信頼関係をどう構築するか→

職員個人の対応ではなく事務局として対応を意思統一すべきである。

（２）議員が事務局への意識を変えることも必要である

事務局（職員）に対する議員の意識改革なしには事務局改革もなしえない。 

事務局職員の心境を考えず、単に議員の世話をするものと思っている議員が少なくない。

つまり、事務局職員の持っている専門的能力を存分に発揮させることを考えていない議員

が多い。

３議会事務局の今後に向けての提言

〇議会事務局には議員や執行機関への忖度？からか、外部に対して必要以上に身構える傾向、言

い換えれば「閉鎖性」があるように思われる。これを打破しないと、執行機関の職員が活躍で

きると思う異動先としての議会事務局にはなりえないように思う。 

〇議会事務局の充実強化は、今次の議会改革でも提言され、一定の成果もみられる。議会事務局

の充実が議会機能の向上に不可欠であるとするならば、地方自治法において市町村議会も議会

事務局を必置とすべきであろう（議会事務局には共同設置が認められている）。また、それによ

って「書記（長）」（地自 138 条３項以下）という職名？も不要になろう。 
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＜補論 第二議会構想について（要約）＞

 以下は、「議会事務局研究会」内の「第二議会構想プロジェクトチーム」が議論している構想であるが、

まだ検討段階であり、現在までの議論を要約する形で示すことにする。

第１ はじめに～本構想の位置付け

 本構想は、現行の議会（以下「現議会」という。）に加え、自治体の条例により第二議会という新た

な議会を設けることを提案するものである。ただし、１，７００余りある自治体において、この提案

に従って画一的に導入すべきと主張するものではない。これまでの議会改革の実践や提案を否定的に

論じるものではない。仮に第二議会を設置するとしても、その位置付けや役割、議員の地位や選出方

法等については多様な考え方があり、これらを否定するものではない。

第２ 第二議会の設置を構想した理由

 政治について耳にする話の多くは、次のようなものである。政治には、権力闘争が付き物で、そん

などろどろした世界に関わりたくない。そんな世界に身を置く議員は目立ちたがりで、世間離れした

変わり者ばかりだ。そうでないと議員は務まらない。議員と親しく付き合うと、周りから変わり者と

見られるので、できる限り議員には関わらないようにしている。このため、たとえ政治に関心があっ

ても、議員とは距離を置いている人が数多い。

また、少数ながらも、政治に強い関心があり、議員になりたいという意思を持っている人がいる。

その人が安定した常勤職に就いていれば、これを続けながら政治活動をすることは困難である。休職

し、又は辞職するしかない。選挙に落選したとき又は議員の職を辞したときに、復職が保障されてい

るわけではない。よって、生活の安定を優先して考える限り、議員を目指すことを躊躇せざるを得な

い。

 政治から距離を置く人がいる。また、議員になりたいと考えながらも、挑戦するまでには至ってい

ない人がいる。このような人がいる原因の多くは、どちらかと言えば、議員個人の資質又は議員にな

りたい人の置かれた環境若しくは意欲よりも、現行の制度の方にあるのではないかと感じている。現

議会の議員よりも立候補しやすく、選挙運動の制約が少なく、議員の職を務めやすくすれば、これま

で議員を目指すことに躊躇していた人の中から挑戦しようという気になる人が出てくるに違いない。

そこで、新たな制度を設け、議員になることができる機会を拡大し、ひいては政治が身近なものに

なればと考え、提案するのが、本構想である。

第３ 第二議会の設置により期待される現議会への影響

単に、議員の数が増えただけで、第二議会が現議会と瓜二つにしか見えなければ、第二議会を設置

する意義はない。これを設置する以上は、現議会とは異なった制度の下で選挙が行われ、議会が運営

される必要がある。そのような第二議会での審議の経過及び結果が、現議会における審議において考

慮され、又は参考にされざるを得ないような工夫ができれば、第４で述べるとおり、たとえ第二議会

の議決に法的な効力がなくても、第二議会を設置する意義がある。

また、第二議会において、何らかの成果を上げることができれば、現議会の議員の選挙制度並びに

現議会の制度及び運営の改革の参考になるに違いない。

第４ 第二議会とは 

 １ 設置の可否 
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   憲法第９２条の規定（「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、

法律でこれを定める」）から、自治体に新たな機関を置くには、法律の定めが必要で、当該法律に根

拠がない条例では不可能との考え方がある。 

しかし、そのような考え方は、ドミナント・ロジック（dominant logic 支配的な論理（北川正恭

氏のいう固定観念、思い込み）である。地方自治の本旨の一つである団体自治に基づき、法律に規定

されていないことを条例で加えることを禁止しているとまではいえないと解釈されるべきである。 

 

 ２ 第二議会の議決の効果 

とはいえ、法律で規定された手続を経て発生する効果を妨げるような規定を条例で置くことまでは、

許されないと解される。例えば、現議会の議決を経るべき条例や予算について、これらが可決成立す

るには第二議会の議決も要すると規定することは、法律で定められた効果の発生を阻害することにな

るので、違法であると解される。よって、第二議会の議決は、これにより現議会が法的に拘束される

ことがない事実上のものにとどめる必要がある。 

事実上とはいえ、その影響力を大きなものにすることは可能である。例えば、重大な政策の是非を

問う住民投票の結果や附属機関の答申に対して、首長は拘束されないものの、これを蔑ろにすること

は、事実上困難である。これと同様、現議会の議決事項について、条例の規定を根拠に第二議会が関

与し、事実上の影響力を及ぼすことができれば、政治的には十分ではないかと考えられる。 

事実上の影響力を及ぼす方法として、例えば、第二議会は次のようなことをすることができるよう

にすることが考えられる。 

① 議案を修正する意見を過半数による議決を経て述べる。 

② 過半数による議決を経て、第二議会から議案の案を現議会に提出する。現議会の議会運営委員

会の議員は、当該案を現議会に議案として提出するか否かを同委員会において諮らなければな

らないこととする。 

 

３ 第二議会の位置付け及びその議員の地位 

 第二議会は、現議会が行う意思決定をはじめとする権限の行使の妥当性や公正性を担保する役割を

担うこととする。よって、第二議会を現議会の附属機関にする＊。 
   議員は、附属機関を構成する者であるから、地方公務員法第３条第３項第２号に規定する「条例（中

略）により設けられた(中略）委員会（審議会その他これに準ずるものを含む。）の構成員の職で(中略）

非常勤のもの」に該当する。 
   ＊附属機関として位置づけるか否かはまだ最終的に合意されいない。当初案では、執行機関や議会の附属機関としな

いとされていた（附属機関とすることで第二議会やその議員の位置づけも収まりがよいが）。 

 

 ４ 第二議会の役割 

第二議会での審議の経過及び結果は、結論に至る経過に厚みを持たせるという点で、現議会での意

思決定（議決）を補完するものである。第二議会には、この点に力点を置いていることに、その存在

価値がある。したがって、第二議会での自由闊達な議論は必須である。とりわけ、現議会では、支持

者である利害関係者の意向や会派内の意思決定に各議員が拘束され、各議員又は各会派の意思を示す

場にとどまり、討議とはなっていない（討議に見せているに過ぎない）ときは、第二議会での審議の

重要性が増す。そのため、第二議会での自由闊達な議論の実現を担保するため、会派制を採用しない。 

また、第二議会での審議をより一層活性化させるため、住民とのワークショップやＳＮＳを利用し

た掲示板での意見募集を採り入れるなど、現議会では実施されていない議会運営を行う。このように、

審議を可視化し、住民との対話の場を作り、論点や争点を明確にしながら、利害関係者や住民と共に

審議を進める。 
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 ５ 現議会への影響 

第二議会において４で述べた議会運営がされれば、現議会は、第二議会での審議の経過及び結果を

考慮せざるを得ず、その結果を否定する結論を容易に出せなくなる。 

 

第５ 第二議会の選挙 

 １ 選挙人 

   現議会の選挙と同じとする。 

 

 ２ 被選挙人 

総じて見れば、現議会の議員の多くは、比較的高齢の男性である。そして、これを支持する者は高

齢者であり、「シルバー民主主義」とも呼ばれるようになっている。そこで、第二議会には、高齢者を

除くとともに、女性の割合を高めた構成にし、民主主義の裾野を広げたい。 

具体的には、 

① 被選挙権は、満１８歳から満５０歳までとする。首長及び現議会の議員を除き、公務員を含め、

誰でも可能とする。ただし、乱立を避けるため、立候補の際は供託金（例えば、５万円）を納めさ

せる。 

② 男性と女性の割合の不均衡を是正するため、同一性の数が最低４割以上となるようにする（ただ

し、立候補者の男女比に偏りがあるため、この条件を満たし得ない場合を除く。）。なお、ＬＧＢＴ

の証明があれば、証明が出た性で立候補が可能とする。 

 

３ 選挙運動 

 （１）規制 

公職選挙法で定める規制を一切しない。ただし、選挙日の前日までの収支（相手方の氏名も記述

する。）を当該収支があった日の翌日の正午までにインターネットにより公開しなければならない

こととする。 

支出の中に金品の供与があれば、その事実（供与を受けた者の氏名を含む。）が明らかとなる。

これは、金品の供与を推奨するのではなく、抑止効果をねらったものである。 

また、金品の供与を含めた全ての収支を公表させることにより、これまで選挙に無関心であった

人たちに対して「候補者のＳＮＳを見てみよう」、「マニフェスト等の情報発信の内容も見てみよう」

という気持ちにさせることが期待できる。 

 

（２）公費による支援 

   選挙運動に係る公費の支出は、自治体の広報紙に１回だけ候補者の広報を載せることを除き、一

切しない。よって、ポスターの掲示板も設置しない。 

 

 ４ 選挙日等 

   選挙管理委員会の事務負担の軽減のため、現議会と同じ日とする。 

選挙区、定数及び任期は、現議会と同じとする。ただし、選挙区については、何らかの単位で複数

の選挙区に分けるという方法があっても良い。 

 

第６ 第二議会の運営 

議会運営については、できる限り公費の支出増並びに執行機関及び議会事務局の負担増を回避する

仕組みとする。 

  

１ 会期 
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   通年又は現議会の会期に合わせる。 

 

 ２ 開会日及び議場 

   平日の晩又は休日に開会することを原則とする。よって、現議会と同時に開催されることはないの

で、審議する場所は、現議会と同じ場所とする。 

 

 ３ 議会への出欠及び審議内容 

   情報通信技術を活用して記録し、審議内容を含め、全て公開する。 

 

 ４ 審議の対象及び方法 

   全ての議案を審議する必要はなく、審議する議案をその都度決定できることとする。 

委員会の構成は、自由とする。 

   議案については、原則として、現議会よりも先に審議を行い、議決をする（議決に法的な効力はな

い。）。 

   執行機関の答弁者は、役職を問わず誰でも良いこととする。 

   経費の節約のため、タブレットを使用し、紙を使用しない（議員個人が印字して持参することは可）。 

また、執行機関に対峙して議会で議論できることを担保するため、執行機関に対して、第二議会の

議員から資料要求があれば情報公開条例による手続によることなくこれに応じる義務を課すととも

に、第二議会に出席する義務を課す。 

 

 ５ 第二議会の事務 

   現有体制で議会事務局が第二議会の事務も担うことは困難である。そこで、その事務の一部（庶務

や計理）を民間企業に委託する。 
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「議会の成果主義」をめぐって—議会像・議員像の更新は可能か 
龍谷大学　土山希美枝　kimiet@policy.ryukoku.ac.jp 

１）議会・議員と市民の間にあるもの
は、「無理解」である。（大勢は／現在のところは）

• 自治体議員像、自治体議会像の「本来」と「現実の動揺」

� 「政策議会」（神原勝 2019）としての議会、それをになう議員という「本来」（後述） 

� 「追認機構」（神原勝（広瀬他2016））としての議会、地域への（トリクルダウン的）利
益誘導役としての議員 

- 旧来型議員と議員像が支えてきた「現実」の「動揺」
　　誘導する政策資源の減少／地域社会の変動の顕現化／「やりがいと実利」の減少
　　旧来型議員像、議会像の評価の凋落

� 「議会とは、議員とはなにものか」についての共通認識の動揺と未熟 

２）「議会の成果」とはなにか
• 自治体の役割／成果→自治体〈政策・制度〉
の適正制御
� そのために付託されている議会の権限：（集
合的）意思形成＝決断

� ヒロバ（松下 1991）としての議会 
� 「見える場で議論して決断する」ヒロバ
の重要性

- 適正制御とはなにか：「適正」の２

ページ  / 土山希美枝1 3

早稲田大学マニフェスト研究所 議会改革調査部会LM地議連 「統一選 政策ビラ解禁に向けた 議会イメージ・政策型選挙調査」
2018年7月のインターネット調査結果（http://www.maniken.jp/pdf/180822seisaku_cihougikai_research.pdf）より 

土土土山土土山土山土山土山土山土土土山土土山土土土山土土山土土山土山土土土土山土土土土山土土土山土土土土土土土土土土土山山土 希美希美希美希美希美希美希美希希美希美希希美希美希美希美希美希美希美枝枝枝枝枝枝枝枝枝枝枝枝枝枝枝
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条件「必要不可欠な政策」「効果の高い政策」
- なぜ「議論」か：政策には「所与の正解」がな
く、つねに可謬性をもつ 

- なぜ「見える場」か：政策資源配分への利害関
係者＝市民の「納得」の確保

• 「議会への付託に応える」「議会へ市民の信頼をえる」 
� 「議会があるから、（行政だけのときより）わがまち
（の〈政策・制度〉）はいい状態（に整備されている）」という、実績と評価をえること 

３）「議会の成果」＝実績を出す
• 「議会の」自律的な政策活動の展開
� 直接制御（意思決定）、間接制御（執行にたいする監査・監視） 
� 議会への〈争点〉流入ルート

� 市民ルート
- 会津若松市議会「市民からの政策形成サイクル」に代表される、市民参加。 
- 陳情、請願（名前を再考）などの市民提案など幅広く設計しうる 

� 議員ルート
- 一般質問に代表される。ただし、議員「ひとり」の発想を、委員会、また議会の政策
決断にブラッシュアップしていくルートの不足 

� 行政ルート
- 現在の議案の９割（市議会）を占める首長提出議案だけでなく、行政評価、総合計画
などの行政由来の政策情報によるルート 

- 多治見市／栗山町の総合計画への議会の関与
� 個人（議員）思考の産物である政策発想を組織（議会）の提案に変換していくルート 

� 議員→委員会→議会という議会の政策形成過程の制度化
- 委員会制度の活用と活性化（芽室町議会、可児市議会）

• 所管事務調査
• 予算決算委員会、広報委員会などの「タスクチーム」自治体議会の「政策ルート」
の開発と、それを可視化し市民と共有する「議会の成果主義」

- 「委員長代表質問」
• 「われわれ議会」をつくる「議会自治」の充実
• 「議会の」意思形成をうながす情報、調査、立法の支援

４）「議会の成果」を周知する
• 「心が折れる議会報告会」にみる、市民との「話し合い」のデザイン不足 
� 市民との対話の機会の３つの目的が無秩序に複合される傾向

� (A) 主権者（＝自治体のオーナー）である市民への報告 

� (B) 〈政策・制度〉の当事者（オーナーであり、社会のメンバー）である市民の意見聴取 
ページ  / 土山希美枝2 3

議会の５課題（松下圭一（1991）12章)　 
(1) 政治争点の集約・公開　 
(2) 政治情報の整理・公開 
(3) 政治家の選別・訓練 
(4) 長・行政機構の監視 
(5) 政策の提起・決定・評価
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- 特定のテーマについて？不特定の
「困りごと」について？ 

� (C) 議会や議員についての認知や評価を高
める（広報）

� 「争点×機会」という「話し合いの場のデザイ
ン」の不足

• 「話し合うための話し合い」が可能な「議会と
市民との対話の機会」という利点が生かされて
いない傾向

• 議会の魅力を市民に伝える議会プロデュース 
� 議会が市民と共有できるコンテンツは「争
点」と「議員」

� AKB型議会プロデュースと広報戦略の不足 

５）議員像・議会像の更新は可能か
• 大規模議会の議会と議員と会派の関係
� 議員と議会の関係
� 会派ができること、できないこと
� 政策と政治の価値

• 「なり手不足の波」の襲来
� 旧来の流入ルートの衰退
� 新ルートから人材を確保する「やりがい」
と「処遇」

� 定数・報酬の問題は定数・報酬の問題では
ない

• 都道府県議員固有の事情
� 地元自治体とのパイプ役としての県議→都道府
県議会の政令市の役割は？

� 都道府県全体を鳥瞰する

参考文献
• 神原勝『議会が変われば自治体が変わる』公人の友社、2019
年。

• 土山『質問力で高める議員力・議会力』中央文化社。
• 土山『質問力でつくる政策議会』2017年8月、公人の友社。 
• 土山編著『「質問力」からはじめる自治体議会改革』公人
の友社、2012年 

• 松下圭一『政策型思考と政治』、1991年、東京大学出版会、
とくに第９章、１２章。

• 土山希美枝・深尾昌峰・村田和代『対話と議論で〈つなぎ・
ひきだす〉ファシリテート能力研修ハンドブック』公人の
友社、2012年。 

• 広瀬重雄・西科純・蘆田千秋・神原勝『ここまで到達した芽室町議会改革』公人の友社、2016 年、53-57 頁。 
• みらいファンド沖縄『沖縄式地域円卓会議マニュアル』2013年。
ページ  / 土山希美枝3 3

沖縄式地域円卓会議と実践例（2017:瀬戸市） 
座席図は『沖縄式地域円卓会議マニュアル』みらいファンド
沖縄、2013年、21頁。

総社市議会報告会（2018:総社市）
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地方議会改革の方向性

人羅 格（毎日新聞論説委員） 

 Ⅰ 地方議会の役割と議員の水準

住民から遠い議会。何をやっているかが見えにくい。わからない。だから存在意義にす

ら疑問を抱かれる。

では、それほど過去の議員の「質」はよかったのか。

１９９９年、毎日新聞「土建業議員調査」。２５県議会で１割以上が土建業関係者

口きき、目に見えぬ「ボス感」が優先された時代からの脱却が遅れている。全体プレー

に慣れていない。

【高度成長、中央統制期】

① 自治体の運営自体が中央官僚の敷くレール上にあった。

② 首長、地方議会の競争関係は不要

③ 地方議会のオール与党化

④ 住民とは利益配分の仲介役的存在

【地方覚醒、中央弱体化期】

① 中央からの公共事業などのパイの配分の減少

② 脱公共事業など自立的政策形成のニーズ

③ 首長によるマニフェストの活用（住民との約束を起点に）

④ 首長と住民が直結する傾向

⑤ 地方議会の存在感の埋没、政党構成の混乱（中央の余波）

【これからの役割】

① 住民代表としての機能の再構築

② 「公開」と「熟議」の優位性の発揮 住民参加の担保

③ 首長と対峙しあう機能（政策条例、予算修正、基本計画への参画）

④ 分権時代に対応した議会改革

⑤ 人口減少と低成長に伴う配分、「痛み」への主体的関与
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 Ⅱ 無投票当選の増加といわゆる、なり手不足

◎ 無投票当選の増加傾向 今回も加速

・ 一般市議選 ２９４のうち１１選挙が無投票

福井県敦賀市（定数２４）  戦後初めて無投票に。

・ 町村議選  ９３町村、９８８議員が投票を経ずに当選。総定数４２３３に

対して２３．３％。過去最高を更新。

・ 欠員   ８町村議員選挙で発生。前回に比べ倍増。欠員が定数の６分の

１を上回った場合は再選挙になるため定数削減の例。

・ 道府県議選 総定数２２７７のうち６１２人が無投栗で当選。

全体比率は２６．９％と前回より５ポイント増加。

★ 何と町議選より割合が高い。

町村議員選と道府県議選では分離して考える必要性。

・ 道府県議  選挙区の構造が影響しているのは明らか。

都道府県議 小選挙区した場合がたどる道の警鐘

政党化をするのであれば、比例代表が順当では

・ 一般市区議 「大選挙区型」が出馬の阻害要因になっている可能性

・ 町村議   兼業を前提にしている中で、報酬、年金などのアプローチをすること

にどれほど効果があるかは疑間。

★ ① 給与、年金間題は「無投票当選」「なり手不足」とは区別して考えるべき。

② 都道府県、市議の無投票当選は選挙制度の在り方の議論が不可欠。（中選挙区化、 
ないし比例代表制化）

③ 町村議会 夜間、休日運営による兼業可能化（長野県喬木村）

3126



平成 31年統一地方選挙における道府県議会議員選挙の無投票当選者数 

 １人区 ２人区 ３人区以上 合計 
無投票当選者数 204 232 176 612 
当選者数 372 600 1,305 2,277 
当選者数に占める 
無投票当選者数の割合 

54.8% 38.7% 13.5% 26.9% 

(事務局調(速報)) 
(参考) 平成 27 年統一地方選挙における道府県議会議員選挙の無投票当選者数 

 １人区 ２人区 ３人区以上 合計 
無投票当選者数 192 196 113 501 
当選者数 390 598 1,296 2,284 
当選者数に占める 
無投票当選者数の割合 

49.2% 32.8% 8.7% 21.9% 

(事務局調)  
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       Ⅲ  改革の方向性 
 
① 住民との距離を縮める（住民参加） 
② 情報を開示する（情報共有） 
③ 「成果」にこだわる（機能強化） 
④ 人材を多様化させる。 

 
Ａ 議会の住民代表としての優位性を制度的に担保する 

 
★ 議長の議会招集権と専決処分の原則廃止 

２０１２年「阿久根ショック」で地方自治法改正 
① 議長による臨時議会の招集要求に首長が応じない場合は議長の招集権を認める。 
② 専決処分の対象から副知事、副市町村長選任を除外。 

これをさらに進め 
① 議長による招集権を認める 
② 行政にきわめて重大な支障が生じるようなケースを除き専決処分を廃止 

というようにできないか。 
 

★ 議員提案条例で「首長との予算調整権」との関係を法律で規定する。 
議員提案条例は件数は増えても内容的には不満。 
たとえば、議案提案を受けて首長が要請した場合、議長との協議をルール化。 
それでも意見が合わない時は議会優先 
 

Ｂ 住民による直接参加の道を広げる（議会を超す民意による刺激） 
 
★ 拘束力ある住民投票の法制化 

片山善博総務相時代にお蔵入りした（はこ物など大規模公共施設の是非に関する住 
民投票の結果について、法的拘束力を持たせる）の再検討。 
当時は知事会など地方側が難色。 
 

★ 小規模町村における、条例による住民総会の活用 
議会に代わるものでなく、条例に基づき開催。首長、議会の住民対話の場とする。 
（共同体確認の場として） 
 

Ｃ★ 会議録の公開は義務付けを いまだに２００程度の議会が非公開  
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       Ⅳ  政務活動費問題 
 
  イメージ低下要因、不信の代名詞となっていることを議会はもっと認識すべき 

 
毎日新聞の掲載記事数（地方版含む）  ２０１２年８月以来、２８８２件 
「号泣事件」（２０１４年７月）以降、一気に記事増加 
５年間、１８５５日で２７２１件の記事が掲載。 
 
政策の調査研究のため２００１年に政務調査費が制度化。 
２０１２年の法改正で政務活動費に名称が変わり、使い道も「その他の活動」に広がる 
（住民相談会の開催費や陳情の旅費などに使える）。 
活動内容は条例で定める。政党活動や選挙活動に使うのは不適正。 
 
議会側の被害者意識 
・ 国会の立法調査費との不公平さ 
・ メディアによる集中的報道 
・ 市町村と都道府県議会における金額の格差 

◎ 特に都道府県議会、大都市議会は全国の市町村議会にかける迷惑をもっと自覚すべき。 
 
 
★ ① 使い道について、より具体的な規定が必要 
    （海外視察は除外など。特に政党活動との境目が問題化しやすい） 
  ② 金額 月額３０万円が上限 
    （早大マニフェスト研究所調査 ３０万円以上が５０団体） 
  ③ 領収書、会計帳簿、収支報告書の３点は公開義務付け（いまだに１割前後が非公開） 
    領収書はネット公開をできれば義務付ける（現状は２５％） 
  ④ 事後精算、会派支給の推進 
  ⑤ 都道府県、政令市は第三者によるチェック体制 
 
★ 地方議員の政策調査をサポートするシンクタンクの整備 

都道府県議長会、市議会議長会、町村議長会共同の「調査局」整備を 
  （プロパー職員と各地方議会事務局の出向職員で構成） 
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政務活動費こ 地方議員の政策立案に必要な調査
研究活動のため、自治体から謙員報

酬（給与）とは別に支給される。金額は各
自治体が条例で定めており、都道府県では、
議員 1人当たり月額最高59万円 （大阪府）
から20万円（徳烏県）まで幅がある。 「第
2の給与」とも言われ、使わなかった分は
返還が義務付けられている。
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都道府県議長会研究会 

新しい政治参加と新福祉・成長ミックス

眞柄秀子

2019 年 9 月 13 日 

基本的問題意識：低投票率等にみられる民主主義の質的低下

本日の報告：比較政治経済学の視点から民主主義と経済モデルの相互作用に着目し、今日の

問題の背景とその克服可能性を探る

Ⅰ 先進諸国の新福祉成長戦略

（１） 先進諸国政治経済の枠組み変化

現代の世界的メインテーマ：成長、危機、女性・子供

民主主義の機能不全：議会から広場・街頭へ

● 緊縮政策→国民の疲弊

● 低成長→他者への不寛容

● 格差拡大（トリクルダウンの不発）

従来モデルの限界と新モデルの模索

過去の成長モデル・現在の成長モデル、過去の福祉レジーム・現在の福祉レジーム

ケインズ主義 vs 新自由主義：従来モデルにおける福祉と成長

（２）新成長モデルとしての社会的投資構想

前提としてのシビアな現状認識

● 先進諸国経済の将来：納税者の数と能力次第

● 先進諸国は知識基盤型経済へと移行

● 福祉推進による経済成長（ケインズ主義と共通）

● 人的資本への投資を重視（新自由主義と共通）

「社会的投資国家」Social Investment State 
人的資本形成政策（教育、保育支援、積極的労働市場政策）の経済成長へのインパクト? 

↓

2000 リスボン条約以降、世界的に女性・子供の役割が焦点に 
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社会的投資は、ケインズ主義、新自由主義とどのように異なるのか

●新自由主義と異なり、セーフティネットの強化が前提

●ケインズ主義と異なり、女性や子供のポテンシャルに投資

主要政策分野：教育政策、積極的労働市場政策、育児支援

社会的投資政策の“PRO”と“CON” 
● PRO  成長に寄与、世代間平等、男女間平等

● CON 「女性と子供？」、成果獲得に要する時間、弱者切り捨て？

いくつかの制約

● 再分配： 従来型福祉国家に対する強い期待と依存

● 財政再建：政府債務・財政赤字削減の必要性

● 社会的連合形成の曖昧さ（若者・女性との連合は？）

● 女性・子供と社会的マイノリティ（移民など）

聖マタイ効果：持てる者はさらに与えられ、持たざる者はさらに失う

平等：社会的投資は弱者切り捨て？（１）

（出典）欧米諸国の社会的投資（van Kersvergen & Kraf [2017: 220] を元に作成 
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平等：社会的投資は弱者切り捨て？（２）

OECD と北欧諸国における経済格差 1995 年から 2011 年まで（データの出所：OECD） 
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成長：社会的投資は知識基盤型経済への移行に寄与？

（出典）社会的投資と知識基盤セクターの規模 (Drubing & Nelson [2017: 134] を元に作

成

4
135



女性と子供：

社会的投資は時間がかかりすぎる？

女性の労働参加と日本の労働力（出典：OECD [2012: 28]） 

Ⅱ 日本における社会的投資政策と政治の分析（サーベイ実験）

矢内勇生、マーク・ブラジル、眞柄秀子「いかなるときに有権者は社会的投資を支持するの

か」日本学術会議公開シンポジウム『社会的投資はデモクラシーを救えるか』2019 年 1 月

30 日 

先進諸国における社会的投資政策の実態

● 北欧諸国：普遍的福祉国家に追加的な部門として社会的投資を導入

● 英国：社会保障プログラムの代替

● 日本：経済自由化の進展と社会的投資政策の少ない実績

社会的投資に対する有権者の態度

● 高教育の中産階級の有権者は支持(Gingrich and Hausermann 2015)
● 程度と形式は各国選挙連合のダイナミクスを反映(Hausermann & Palier 2017)

先行研究：

教育政策に対する態度(Busemeyer 2017; Busemeyer, Garritzmann, and Neimanns 2017) 
欧州 8 か国における高い支持 (Garritzmann, Busemeyer, and Neimanns 2018) 
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なぜ日本では社会的投資が低調なのか

他の先進諸国に比べ、日本で社会的投資政策があまり発展していないのはなぜか？

● 需要がない？

● 知られていない？

● 実施されているが、「社会的投資」という言葉が使われていない(Peng 2014)？
→ 社会的投資の効果に関する情報の提供により、有権者の支持が高まるかを検証

仮説：有権者は、以下に示す社会的投資の効果を知らないために、社会的投資政策を支持し

ない

1 経済格差を縮小する  
2 知識集約型産業に従事できる労働力を増やす  
3 （社会的投資を通じた）女性の労働参加の拡大は経済成長を促す 

誰が社会的投資を支持するか

● 日本の有権者は、社会的投資に対してどのような立場をとっているか

● どのような有権者が社会的投資を支持しているか

● 社会的投資政策への政府支出を増加させうる有権者の政治連合は形成可能か

サーベイ実験

オンラインで世論調査を実施（回答者数 1,560）
サーベイ実験：社会的投資 SI の効果に関する情報が SI の支持に与える影響を知りたい

● 回答者を 4 つのグループに無作為に割り当てる

● 1 つの統制群と 3 つの実験群

サーベイ実験結果は、当日、スライドにて提示

Ⅲ 暫定的結論

危機からいかに脱出するか

有権者の政治参加と新経済モデルの相互関係

● 緊縮と公共投資

● 社会的投資は民主主義を救えるか

6
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全国都道府県議会議員数一覧表 (令和元年7月1日現在)

現 議 員 数

現　　員 男 女

北海道 100 100 89 11

青　森 48 48 45 3

岩　手 48 45 38 7

秋　田 43 43 38 5

宮　城 59 58 52 6

山　形 43 43 39 4

福　島 58 57 51 6

東　京 127 124 88 36

神奈川 105 105 86 19

千　葉 94 94 81 13

茨　城 62 62 57 5

栃　木 50 50 44 6

埼　玉 93 93 79 14

群　馬 50 50 46 4

山　梨 37 37 36 1

長　野 57 57 50 7

新　潟 53 53 47 6

愛　知 102 102 97 5

三　重 51 51 45 6

静　岡 68 68 60 8

岐　阜 46 46 42 4

富　山 40 40 36 4

石　川 43 43 40 3

福　井 37 37 35 2

京　都 60 60 47 13

大　阪 88 88 82 6

兵　庫 86 86 73 13

奈　良 43 43 39 4

和歌山 42 42 39 3

滋　賀 44 44 37 7

広　島 64 64 61 3

岡　山 55 55 47 8

鳥　取 35 35 30 5

島　根 37 37 34 3

山　口 47 47 43 4

香　川 41 41 39 2

徳　島 38 38 34 4

高　知 37 37 35 2

愛　媛 47 47 42 5

福　岡 87 87 78 9

大　分 43 43 41 2

佐　賀 38 38 36 2

長　崎 46 46 40 6

宮　崎 39 39 35 4

熊　本 49 49 47 2

鹿児島 51 51 46 5

沖　縄 48 46 41 5

合　　計 2,679 2,669 2,367 302

中

国

四

国

九

州

都 道 府 県 定　数

北

海

道

東

北

関

東

東

海

北

陸

近

畿
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(令和元年7月1日現在)

都道府県

北海道 48 ( 6 ) 7 - - 1 - - - - -

青　森 26 ( 2 ) 1 1 - 2 1 1 - - 3

岩　手 17 ( 1 ) 6 ( 1 ) 1 - - - - - 2 3

秋　田 24 ( 5 ) 7 - - - 2 1 - 1 3

宮　城 37 ( 4 ) 3 - 1 2 1 1 - - 2

山　形 32 ( 4 ) 4 - - - - - - - 1

福　島 - - - - - - - - - -

東　京 - - - - - - - - - -

神奈川 - - - - - - - - - -

千　葉 47 ( 11 ) 7 - - - 2 1 - 2 4

茨　城 23 ( 4 ) 3 1 - 8 4 - - 3 5

栃　木 26 ( 4 ) 2 - - 4 3 - - 1 3

埼　玉 52 ( 13 ) 4 - - 5 1 - - 2 7

群　馬 - - - - - - - - - -

山　梨 14 ( 1 ) 3 - - 2 2 2 - - 4

長　野 29 ( 6 ) 6 - - 2 2 - 3 - 4

新　潟 30 ( 4 ) 2 - - 7 1 3 1 3 3

愛　知 - - - - - - - - - -

三　重 34 ( 4 ) 4 - - 1 - - - - -

静　岡 41 ( 6 ) 8 - - - 3 1 - - 1

岐　阜 8 ( 2 ) 7 - - 6 5 - - 1 ( 1 ) 2

富　山 10 1 - 1 - 5 - 1 2 5

石　川 14 ( 2 ) 1 - 1 5 7 - 2 ( 1 ) 1 1

福　井 16 ( 1 ) 2 - - 1 4 - - 1 2

京　都 51 ( 11 ) - - - - - 1 - - -

大　阪 - - - - - - - - - -

兵　庫 - - - - - - - - - -

奈　良 26 ( 4 ) - - - - 1 - - 5 2

和歌山 - - - - - - - - - -

滋　賀 22 ( 5 ) 3 1 - 4 1 - - - 3

広　島 41 ( 3 ) 2 - - 3 6 1 - 2 2

岡　山 26 ( 5 ) 2 ( 1 ) - - 5 5 - - 1 2

鳥　取 14 ( 2 ) 7 - - 1 1 - - - 2

島　根 15 ( 1 ) 3 1 - - 1 1 - - 1 ( 1 )

山　口 31 ( 2 ) 1 - 1 3 ( 1 ) 3 - - 1 1

香　川 26 ( 2 ) 4 - - 1 2 1 - - -

徳　島 18 ( 4 ) 4 - 1 7 4 - - - -

高　知 - - - - - - - - - -

愛　媛 30 ( 2 ) 2 - - 3 - - - 1 1

福　岡 59 ( 8 ) 3 - 1 3 1 - - 1 -

大　分 - - - - - - - - - -

佐　賀 26 9 - - - - - 1 ( 1 ) - -

長　崎 24 ( 4 ) 3 1 - - 3 - 1 - 2

宮　崎 11 ( 1 ) 12 - - - - 1 - 2 2

熊　本 21 ( 1 ) 6 - - 2 2 - - - 2

鹿児島 23 ( 3 ) 3 - - - - 2 - 1 6

沖　縄 37 ( 5 ) - - - 4 - - - - 3

合　　計 1,029 ( 143 ) 142 ( 2 ) 6 6 82 ( 1 ) 73 17 9 ( 2 ) 33 ( 1 ) 82 ( 1 )

（注）1.（　）内は女性議員の数で内数

2.福島県、東京都、神奈川県、群馬県、愛知県、大阪府、兵庫県、和歌山県、高知県、大分県は議会事務局で把握していないため、掲載していない。

中

国

四

国

九

州

北

海

道

東

北

関

東

東

海

北

陸

近

畿

電気・ガス・
熱供給・水道業 情報通信業

運輸業、
郵便業

卸　　売
・小売業

全国都道府県議会議員職業別一覧表
議員専業 農業、林業 漁　　業

鉱業、採石業、
砂利採取業 建 設 業 製 造 業
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合　計
(現員)

- 1 1 - - 1 3 ( 1 ) - - 38 ( 4 ) 100 ( 11 )

1 3 3 - 1 - 2 ( 1 ) - 2 1 48 ( 3 )

- 1 1 1 - 1 ( 1 ) 1 1 10 ( 4 ) - 45 ( 7 )

- - 4 - - - 1 - - - 43 ( 5 )

- - 2 ( 1 ) 2 - - 2 - 5 ( 1 ) - 58 ( 6 )

- - 1 - 1 2 - - 2 - 43 ( 4 )

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

1 3 5 - 1 3 ( 1 ) 4 - 3 11 ( 1 ) 94 ( 13 )

- 1 1 2 2 1 4 ( 1 ) 2 2 - 62 ( 5 )

- 4 3 ( 1 ) - - 2 ( 1 ) 1 - 1 - 50 ( 6 )

1 6 2 - - 4 2 - 6 ( 1 ) 1 93 ( 14 )

- - - - - - - - - - -

1 - 2 1 3 - 2 - - 1 37 ( 1 )

- 1 2 1 1 2 - - 3 ( 1 ) 1 57 ( 7 )

- - - - - 1 ( 1 ) - - 2 ( 1 ) - 53 ( 6 )

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 12 ( 2 ) 51 ( 6 )

- 2 3 1 2 1 2 ( 1 ) - 3 ( 1 ) - 68 ( 8 )

3 - - 1 - - 1 ( 1 ) - 12 - 46 ( 4 )

- 2 2 ( 1 ) - 2 - 2 ( 1 ) - 7 ( 2 ) - 40 ( 4 )

- - - 2 1 - 2 2 3 1 43 ( 3 )

- - 2 1 1 1 ( 1 ) 1 - 1 4 37 ( 2 )

- 1 - - - 1 1 - 4 ( 2 ) 1 60 ( 13 )

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- 3 - - - 1 5 - - - 43 ( 4 )

- - - - - - - - - - -

- - - - - - 3 - 4 ( 1 ) 3 ( 1 ) 44 ( 7 )

1 1 1 - - - - 1 2 1 64 ( 3 )

- 3 - - 1 2 ( 1 ) 4 ( 1 ) 1 3 - 55 ( 8 )

1 1 ( 1 ) 1 2 ( 1 ) - 1 ( 1 ) 4 - - - 35 ( 5 )

- 2 - 2 - 2 4 - - 5 ( 1 ) 37 ( 3 )

- 1 1 1 - - - - 3 ( 1 ) - 47 ( 4 )

- 1 - - 2 - 1 - 3 - 41 ( 2 )

- 1 - - - - 1 - - 2 38 ( 4 )

- - - - - - - - - - -

1 - 2 1 ( 1 ) - - 1 ( 1 ) - 5 ( 1 ) - 47 ( 5 )

- 6 3 1 - 2 ( 1 ) 5 - 2 - 87 ( 9 )

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - 2 ( 1 ) - 38 ( 2 )

- - - 2 1 1 7 ( 1 ) - 1 ( 1 ) - 46 ( 6 )

- - - - - - 2 ( 1 ) - 9 ( 2 ) - 39 ( 4 )

1 1 - 2 - 2 3 - 2 5 ( 1 ) 49 ( 2 )

- 3 - 1 1 ( 1 ) - 9 ( 1 ) - 1 1 51 ( 5 )

- - - - 1 - 1 - - - 46 ( 5 )

11 48 ( 1 ) 42 ( 3 ) 24 ( 2 ) 21 ( 1 ) 31 ( 8 ) 81 ( 11 ) 7 103 ( 20 ) 88 ( 10 ) 1,935 ( 206 )

サービス業(他に分
類されないもの)

分類不能
の産業

学術研究、専門・
技術サービス業

宿泊業、飲食
サービス業

生活関連サービ
ス業、娯楽業

教  育・
学習支援業

医療、福祉
複合サー
ビス事業

金　　融
・保険業

不動産業、
物品賃貸業
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第13回都道府県議会提要
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平成30年定例会及び臨時会における議案数に関する調
（全国都道府県議会議⻑会）
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事務局説明資料２

1

当研究会第４回事務局説明資料２
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全国都道府県議会議員年齢別一覧表 (令和元年7月1日現在)

北 海 道 - - 5 9 ( 2 ) 11 ( 2 ) 13 ( 2 ) 15 ( 1 ) 17 ( 1 )

青 森 - - 2 1 8 6 7 6

岩 手 - - 1 7 ( 3 ) 2 6 7 8 ( 1 )

秋 田 - 1 1 4 6 ( 1 ) 1 5 ( 1 ) 9 ( 2 )

宮 城 - - 3 4 ( 1 ) 4 7 6 ( 2 ) 16 ( 2 )

山 形 - 1 1 2 5 5 7 ( 2 ) 6 ( 1 )

福 島 - - 1 3 8 5 7 9 ( 1 )

東 京 1 ( 1 ) 8 ( 3 ) 14 ( 1 ) 15 ( 8 ) 16 ( 3 ) 20 ( 5 ) 17 ( 5 ) 13 ( 5 )

神 奈 川 3 2 7 ( 2 ) 10 25 ( 3 ) 16 ( 3 ) 16 ( 3 ) 15 ( 5 )

千 葉 - - 11 ( 2 ) 11 ( 2 ) 9 ( 1 ) 14 ( 2 ) 10 ( 2 ) 13 ( 2 )

茨 城 - 1 2 6 ( 1 ) 10 ( 1 ) 10 8 ( 1 ) 7

栃 木 - - 2 ( 1 ) 6 5 5 12 ( 2 ) 11 ( 2 )

埼 玉 - - 10 ( 3 ) 15 ( 1 ) 15 ( 2 ) 12 ( 2 ) 12 10 ( 2 )

群 馬 - 1 1 ( 1 ) 11 ( 1 ) 7 ( 1 ) 6 13 ( 1 ) 5

山 梨 - 1 1 3 4 3 11 ( 1 ) 6

長 野 - 1 2 5 6 6 ( 4 ) 5 ( 1 ) 11

新 潟 - 1 - 2 7 10 ( 2 ) 7 ( 1 ) 6 ( 2 )

愛 知 - - 3 13 ( 1 ) 12 18 21 ( 2 ) 21 ( 2 )

三 重 - 1 1 4 6 9 ( 3 ) 7 ( 1 ) 8 ( 1 )

静 岡 - 1 3 3 5 ( 1 ) 12 ( 1 ) 17 ( 3 ) 10 ( 3 )

岐 阜 - 2 4 ( 1 ) 5 ( 1 ) 3 ( 1 ) 4 ( 1 ) 8 6

富 山 - 2 3 ( 1 ) 2 4 3 ( 1 ) 5 9 ( 1 )

石 川 - - 3 3 4 7 ( 1 ) 8 ( 2 ) 7

福 井 1 - 3 - 4 3 6 ( 1 ) 9

京 都 - 2 4 5 ( 2 ) 9 ( 1 ) 7 7 ( 1 ) 15 ( 7 )

大 阪 3 4 10 10 ( 1 ) 14 ( 1 ) 16 ( 1 ) 12 ( 1 ) 13 ( 1 )

兵 庫 1 1 9 ( 1 ) 7 ( 2 ) 12 ( 2 ) 17 ( 1 ) 10 ( 4 ) 13 ( 3 )

奈 良 - 3 2 ( 1 ) 2 3 2 6 7 ( 2 )

和 歌 山 - - - 3 6 5 ( 1 ) 5 9

滋 賀 - - 1 ( 1 ) 2 8 ( 2 ) 5 7 ( 2 ) 14 ( 2 )

広 島 - 1 ( 1 ) 2 6 9 7 13 ( 2 ) 11

岡 山 - 1 2 5 ( 1 ) 6 ( 2 ) 11 ( 3 ) 8 11 ( 1 )

鳥 取 - - 1 4 ( 1 ) 5 ( 1 ) 3 ( 1 ) 3 9

島 根 - - 4 1 - 1 ( 1 ) 7 8 ( 1 )

山 口 - - 4 ( 1 ) 3 7 2 8 12 ( 3 )

香 川 - 2 1 ( 1 ) 1 3 ( 1 ) 6 5 7

徳 島 - 2 2 3 8 ( 1 ) 1 ( 1 ) 5 3

高 知 - - 4 3 5 6 3 9 ( 2 )

愛 媛 - 2 2 6 ( 1 ) 4 8 ( 2 ) 8 ( 2 ) 8

福 岡 - 1 ( 1 ) 7 5 ( 1 ) 8 ( 1 ) 17 ( 1 ) 9 ( 3 ) 18 ( 1 )

大 分 - 1 2 2 4 4 5 11 ( 1 )

佐 賀 - 1 1 1 8 ( 1 ) 3 4 7

長 崎 - 1 1 4 7 ( 1 ) 6 ( 2 ) 7 ( 1 ) 10 ( 2 )

宮 崎 - - 1 1 7 ( 1 ) 4 5 6 ( 1 )

熊 本 - 1 1 3 7 10 ( 1 ) 12 ( 1 ) 3

鹿 児 島 - - 2 5 ( 1 ) 7 ( 2 ) 4 ( 1 ) 9 ( 1 ) 9

沖 縄 - - - 2 5 3 9 10 ( 1 )

9 ( 1 ) 46 ( 5 ) 147 ( 17 ) 228 ( 31 ) 338 ( 33 ) 349 ( 43 ) 404 ( 50 ) 461 ( 61 )

(注)

都道府県 30歳未満
30歳以上
35歳未満

35歳以上
40歳未満

40歳以上
45歳未満

45歳以上
50歳未満

北

海

道

東

北

50歳以上
55歳未満

55歳以上
60歳未満

60歳以上
65歳未満

合計

（　）内は女性議員の数で内数

関

東

東

海

北

陸

近

畿

中

国

四

国

九

州

174
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テキストボックス
全国都道府県議会便覧（全国都道府県議会議長会）から抜粋



16 ( 2 ) 12 ( 1 ) 2 - - - 100 ( 11 ) 58 歳 5 ヶ月

8 ( 2 ) 9 ( 1 ) 1 - - - 48 ( 3 ) 59 歳 0 ヶ月

9 ( 2 ) 5 ( 1 ) - - - - 45 ( 7 ) 58 歳 3 ヶ月

9 ( 1 ) 5 2 - - - 43 ( 5 ) 59 歳 4 ヶ月

8 6 ( 1 ) 3 1 - - 58 ( 6 ) 59 歳 6 ヶ月

10 ( 1 ) 4 2 - - - 43 ( 4 ) 59 歳 3 ヶ月

12 ( 1 ) 10 ( 4 ) 2 - - - 57 ( 6 ) 60 歳 8 ヶ月

16 ( 5 ) 4 - - - - 124 ( 36 ) 51 歳 10 ヶ月

8 ( 2 ) 2 ( 1 ) 1 - - - 105 ( 19 ) 52 歳 1 ヶ月

14 ( 2 ) 11 1 - - - 94 ( 13 ) 55 歳 10 ヶ月

11 ( 2 ) 5 2 - - - 62 ( 5 ) 56 歳 8 ヶ月

5 ( 1 ) 1 3 - - - 50 ( 6 ) 56 歳 11 ヶ月

12 ( 3 ) 6 ( 1 ) 1 - - - 93 ( 14 ) 53 歳 6 ヶ月

5 1 - - - - 50 ( 4 ) 53 歳 1 ヶ月

4 4 - - - - 37 ( 1 ) 57 歳 2 ヶ月

15 ( 2 ) 3 3 - - - 57 ( 7 ) 59 歳 2 ヶ月

9 ( 1 ) 8 - 3 - - 53 ( 6 ) 60 歳 0 ヶ月

6 7 1 - - - 102 ( 5 ) 55 歳 7 ヶ月

9 ( 1 ) 6 - - - - 51 ( 6 ) 57 歳 1 ヶ月

8 5 4 - - - 68 ( 8 ) 58 歳 1 ヶ月

5 4 5 - - - 46 ( 4 ) 57 歳 3 ヶ月

7 ( 1 ) 2 3 - - - 40 ( 4 ) 57 歳 7 ヶ月

3 2 4 2 - - 43 ( 3 ) 58 歳 6 ヶ月

3 4 ( 1 ) 2 1 1 - 37 ( 2 ) 59 歳 9 ヶ月

7 ( 1 ) 2 ( 1 ) 2 - - - 60 ( 13 ) 55 歳 6 ヶ月

4 ( 1 ) 2 - - - - 88 ( 6 ) 50 歳 6 ヶ月

10 4 2 - - - 86 ( 13 ) 54 歳 4 ヶ月

3 7 6 ( 1 ) 1 1 - 43 ( 4 ) 61 歳 2 ヶ月

9 ( 2 ) 4 1 - - - 42 ( 3 ) 59 歳 7 ヶ月

5 2 - - - - 44 ( 7 ) 57 歳 2 ヶ月

9 4 1 1 - - 64 ( 3 ) 57 歳 0 ヶ月

5 ( 1 ) 4 2 - - - 55 ( 8 ) 56 歳 7 ヶ月

6 ( 1 ) 3 ( 1 ) 1 - - - 35 ( 5 ) 58 歳 1 ヶ月

8 6 ( 1 ) 1 1 - - 37 ( 3 ) 61 歳 6 ヶ月

3 6 2 - - - 47 ( 4 ) 57 歳 11 ヶ月

5 8 3 - - - 41 ( 2 ) 60 歳 6 ヶ月

6 ( 2 ) 6 2 - - - 38 ( 4 ) 57 歳 0 ヶ月

6 1 - - - - 37 ( 2 ) 54 歳 10 ヶ月

2 6 - 1 - - 47 ( 5 ) 55 歳 1 ヶ月

17 ( 1 ) 4 - - 1 - 87 ( 9 ) 56 歳 2 ヶ月

6 ( 1 ) 7 1 - - - 43 ( 2 ) 59 歳 4 ヶ月

6 7 ( 1 ) - - - - 38 ( 2 ) 58 歳 8 ヶ月

2 6 2 - - - 46 ( 6 ) 57 歳 5 ヶ月

5 ( 1 ) 9 ( 1 ) 1 - - - 39 ( 4 ) 60 歳 1 ヶ月

9 2 1 - - - 49 ( 2 ) 56 歳 3 ヶ月

10 4 1 - - - 51 ( 5 ) 57 歳 7 ヶ月

8 ( 3 ) 7 2 ( 1 ) - - - 46 ( 5 ) 60 歳 5 ヶ月

363 ( 43 ) 237 ( 16 ) 73 ( 2 ) 11 3 - 2,669 ( 302 ) 56 歳 7 ヶ月

70歳以上
75歳未満

75歳以上
80歳未満

80歳以上
85歳未満

85歳以上
90歳未満

90歳以上
合計
(現員)

平均年齢
65歳以上
70歳未満

175



176



1.
48

1.
46

1.
34

1.
26

1.
26

1.
24

1.
14

1.
13

1.
13

1.
10

1.
20

1.
30

1.
40

1.
50

H2
3

H2
7

H3
1

2.
86

1.
41

2.
47

1.
13

1.
95

1.
58

177



（年次別競争率）

昭22年 昭26年 昭30年 昭34年 昭38年 昭42年

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

倍 倍 倍 倍 倍 倍

県 議 2, 490 7, 115 2. 9 2, 617 6, 010 2. 3 2, 613 5, 556 2. 1 2, 656 4, 860 1. 8 2, 688 4, 567 1. 7 2, 553 4, 317 1. 7

知 事 46 207 4. 5 34 94 2. 8 21 48 2. 3 20 53 2. 7 20 58 2. 9 18 55 3. 1

指定市議 ( 316) － － 317 1, 037 3. 3 318 845 2. 7 350 715 2. 0 369 667 1. 8 390 651 1. 7

指定市長 5 17 3. 4 3 6 2. 0 2 7 3. 5 2 6 3. 0 2 5 2. 5 2 5 2. 5

市 議 7, 272 17, 953 2. 5 7, 626 16, 992 2. 2 8, 716 16, 261 1. 9 9, 537 15, 281 1. 6 11, 725 15, 850 1. 4 11, 657 15, 734 1. 3

市 長 204 620 3. 0 182 399 2. 2 172 394 2. 3 175 381 2. 2 170 341 2. 0 154 358 2. 3

特別区議 895 2, 182 2. 4 941 2, 932 3. 1 938 2, 289 2. 4 970 1, 914 2. 0 1, 021 1, 654 1. 6 1, 039 1, 532 1. 5

特別区長 22 69 3. 1 18 45 2. 5 － － － － － － － － － － － －

町 村 議 183, 224 231, 121 1. 3 161, 449 204, 004 1. 3 43, 948 55, 152 1. 3 31, 238 39, 085 1. 3 30, 094 37, 685 1. 3 27, 192 34, 535 1. 3

町 村 長 10, 210 19, 957 2. 0 6, 807 12, 846 1. 9 1, 675 3, 092 1. 8 1, 227 2, 333 1. 9 1, 114 1, 868 1. 7 993 1, 774 1. 8

昭46年 昭50年 昭54年 昭58年 昭62年 平３ 年

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

倍 倍 倍 倍 倍 倍

県 議 2, 556 4, 282 1. 7 2, 609 4, 681 1. 8 2, 645 3, 919 1. 5 2, 660 4, 555 1. 7 2, 670 4, 118 1. 5 2, 693 3, 810 1. 4

知 事 18 62 3. 4 17 66 3. 9 15 56 3. 7 13 38 2. 9 13 40 3. 1 13 46 3. 5

指定市議 390 601 1. 5 586 904 1. 5 607 839 1. 4 665 909 1. 4 665 889 1. 3 733 992 1. 4

指定市長 2 5 2. 5 3 10 3. 3 2 5 2. 5 2 4 2. 0 2 5 2. 5 1 3 3. 0

市 議 12, 010 15, 380 1. 3 12, 246 15, 467 1. 3 12, 344 14, 334 1. 2 12, 075 13, 731 1. 1 11, 613 13, 191 1. 1 11, 398 12, 652 1. 1

市 長 161 366 2. 3 165 389 2. 4 153 296 1. 9 145 279 1. 9 131 264 2. 0 125 250 2. 0

特別区議 1, 091 1, 439 1. 3 1, 091 1, 435 1. 3 1, 087 1, 378 1. 3 1, 073 1, 290 1. 2 1, 051 1, 304 1. 2 1, 031 1, 242 1. 2

特別区長 － － － 23 57 2. 5 22 44 2. 0 20 46 2. 3 16 35 2. 2 15 41 2. 7

町 村 議 25, 063 30, 701 1. 2 23, 810 28, 742 1. 2 23, 267 26, 518 1. 1 22, 304 24, 905 1. 1 21, 096 23, 383 1. 1 20, 579 22, 478 1. 1

町 村 長 890 1, 534 1. 7 813 1, 372 1. 7 749 1, 147 1. 5 702 1, 060 1. 5 671 1, 039 1. 5 646 1, 021 1. 6

平７ 年 平11年 平15年 平19年 平23年

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

倍 倍 倍 倍 倍

県 議 2, 607 3, 701 1. 4 2, 669 4, 013 1. 5 2, 634 3, 854 1. 5 2, 544 3, 773 1. 5 2, 330 3, 457 1. 5

知 事 13 49 3. 8 12 58 4. 8 11 46 4. 2 13 44 3. 4 12 39 3. 3

指定市議 713 936 1. 3 779 1, 080 1. 4 831 1, 159 1. 4 928 1, 301 1. 4 924 1, 361 1. 5

指定市長 1 2 2. 0 1 3 3. 0 1 7 7. 0 3 8 2. 7 5 15 3. 0

市 議 11, 052 12, 444 1. 1 10, 676 12, 702 1. 2 10, 218 12, 027 1. 2 7, 999 9, 929 1. 2 7, 104 8, 625 1. 2

市 長 117 254 2. 2 122 288 2. 4 118 290 2. 5 95 222 2. 3 88 203 2. 3

特別区議 966 1, 142 1. 2 877 1, 138 1. 3 837 1, 102 1. 3 841 1, 110 1. 3 821 1, 162 1. 4

特別区長 15 40 2. 7 15 47 3. 1 14 45 3. 2 13 38 2. 9 13 46 3. 5

町 村 議 20, 149 22, 287 1. 1 18, 983 21, 335 1. 1 17, 563 19, 297 1. 1 5, 627 6, 544 1. 2 4, 423 5, 026 1. 1

町 村 長 612 991 1. 6 581 1, 016 1. 7 541 878 1. 6 156 270 1. 7 121 201 1. 7

（ 注） 　 昭22. 4統一選挙の五大市議の候補者数は、 市議から分離するこ と ができないため、 「 市議」 欄に含めて記載してある。

区 分

区 分

区 分

昭22年 昭26年 昭30年 昭34年 昭38年 昭42年

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

倍 倍 倍 倍 倍 倍

県 議 2,490 7,115 3 2,617 6,010 2 2,613 5,556 2 2,656 4,860 2 2,688 4,567 2 2,553 4,317 1.7

知 事 46 207 5 34 94 3 21 48 2 20 53 3 20 58 3 18 55 3.1

指定市議 (316) － － 317 1,037 3 318 845 3 350 715 2.0 369 667 2 390 651 1.7

指定市長 5 17 3 3 6 2.0 2 7 4 2 6 3.0 2 5 3 2 5 2.5

市 議 7,272 17,953 3 7,626 16,992 2 8,716 16,261 2 9,537 15,281 2 11,725 15,850 1 11,657 15,734 1.3

市 長 204 620 3.0 182 399 2 172 394 2 175 381 2 170 341 2.0 154 358 2.3

特別区議 895 2,182 2 941 2,932 3 938 2,289 2 970 1,914 2.0 1,021 1,654 2 1,039 1,532 1.5

特別区長 22 69 3 18 45 3 － － － － － － － － － － － －

町 村 議 183,224 231,121 1 161,449 204,004 1 43,948 55,152 1 31,238 39,085 1 30,094 37,685 1 27,192 34,535 1.3

町 村 長 10,210 19,957 2.0 6,807 12,846 2 1,675 3,092 2 1,227 2,333 2 1,114 1,868 2 993 1,774 1.8

昭46年 昭50年 昭54年 昭58年 昭62年 平３年

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

倍 倍 倍 倍 倍 倍

県 議 2,556 4,282 2 2,609 4,681 2 2,645 3,919 2 2,660 4,555 2 2,670 4,118 2 2,693 3,810 1.4

知 事 18 62 3 17 66 4 15 56 4 13 38 3 13 40 3 13 46 3.5

指定市議 390 601 2 586 904 2 607 839 1 665 909 1 665 889 1 733 992 1.4

指定市長 2 5 3 3 10 3 2 5 3 2 4 2.0 2 5 3 1 3 3.0

市 議 12,010 15,380 1 12,246 15,467 1 12,344 14,334 1 12,075 13,731 1 11,613 13,191 1 11,398 12,652 1.1

市 長 161 366 2 165 389 2 153 296 2 145 279 2 131 264 2.0 125 250 2.0

特別区議 1,091 1,439 1 1,091 1,435 1 1,087 1,378 1 1,073 1,290 1 1,051 1,304 1 1,031 1,242 1.2

特別区長 － － － 23 57 3 22 44 2.0 20 46 2 16 35 2 15 41 2.7

町 村 議 25,063 30,701 1 23,810 28,742 1 23,267 26,518 1 22,304 24,905 1 21,096 23,383 1 20,579 22,478 1.1

町 村 長 890 1,534 2 813 1,372 2 749 1,147 2 702 1,060 2 671 1,039 2 646 1,021 1.6

平７年 平11年 平15年 平19年 平23年 平27年

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

改選
定数

候補
者数

競
争
率

倍 倍 倍 倍 倍 倍

県 議 2,607 3,701 1.4 2,669 4,013 1.5 2,634 3,854 1.5 2,544 3,773 1.5 2,330 3,457 1.5 2,284 3,272 1.4

知 事 13 49 3.8 12 58 4.8 11 46 4.2 13 44 3.4 12 39 3.3 10 25 2.5

指定市議 713 936 1.3 779 1,080 1.4 831 1,159 1.4 928 1,301 1.4 924 1,361 1.5 1,022 1,476 1.4

指定市長 1 2 2.0 1 3 3.0 1 7 7.0 3 8 2.7 5 15 3.0 5 17 3.4

市 議 11,052 12,444 1.1 10,676 12,702 1.2 10,218 12,027 1.2 7,999 9,929 1.2 7,104 8,625 1.2 6,865 8,383 1.2

市 長 117 254 2.2 122 288 2.4 118 290 2.5 95 222 2.3 88 203 2.3 89 179 2.0

特別区議 966 1,142 1.2 877 1,138 1.3 837 1,102 1.3 841 1,110 1.3 821 1,162 1.4 817 1,135 1.4

特別区長 15 40 2.7 15 47 3.1 14 45 3.2 13 38 2.9 13 46 3.5 11 32 2.9

町 村 議 20,149 22,287 1.1 18,983 21,335 1.1 17,563 19,297 1.1 5,627 6,544 1.2 4,423 5,026 1.1 4,269 4,832 1.1

町 村 長 612 991 1.6 581 1,016 1.7 541 878 1.6 156 270 1.7 121 201 1.7 122 199 1.6

（注）　昭22.4統一選挙の五大市議の候補者数は、市議から分離することができないため、「市議」欄に含めて記載してある。

区 分

区 分

区 分

6
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Ⅳ  地方議会・地方議会議員の位置付け

に係る地方自治法改正案の概要 
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Ⅴ 参 照 条 文 

（令和２（2020）年３月 30 日現在） 
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○ 日本国憲法 
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又
は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 

②・③ 略 
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議
会を設置する。 

② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方
公共団体の住民が、直接これを選挙する。 

 
○ 地方自治法 
第八十九条 普通地方公共団体に議会を置く。 
第九十二条 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねる
ことができない。 

② 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員
及び地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二十八条の五第一項に規
定する短時間勤務の職を占める職員（以下「短時間勤務職員」という。）と兼ねるこ
とができない。 

第九十二条の二 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請
負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取
締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たる
ことができない。 

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 
一 条例を設け又は改廃すること。 
二 予算を定めること。 
三 決算を認定すること。 
四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は
分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。 

五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結
すること。 

六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払
手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付ける
こと。 

七 不動産を信託すること。 
八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準
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に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。 
九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。 
十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、
権利を放棄すること。 

十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用を
させること。 

十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの
提起（普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決（行政事件訴訟法第三条第二項
に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の
二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。）に係る同法第十
一条第一項（同法第三十八条第一項（同法第四十三条第二項において準用する場
合を含む。）又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。）の規定に
よる普通地方公共団体を被告とする訴訟（以下この号、第百五条の二、第百九十
二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」
という。）に係るものを除く。）、和解（普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決
に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。）、あつせん、調停
及び仲裁に関すること。 

十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 
十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。 
十五 その他法律又はこれに基づく政令（これらに基づく条例を含む。）により議
会の権限に属する事項 

② 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に
関する事件（法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の
事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定め
るものを除く。）につき議会の議決すべきものを定めることができる。 

第九十七条 略 
② 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地
方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。 

第百条 略 
②～⑬ 略 
⑭ 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究そ
の他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員
に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費
の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費
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の範囲は、条例で定めなければならない。 
⑮～⑱ 略
⑲ 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付
を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。

⑳ 略
第百条の二 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事
務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等に
させることができる。 

第百一条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。 
② 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議
に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

③ 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付
議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

④ 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求の
あつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。

⑤ 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の
長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招
集することができる。

⑥ 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の
長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規
定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市
にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。 

⑦ 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日まで
にこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

第百九条 略 
② 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行
い、議案、請願等を審査する。

③～⑨ 略
第百十三条 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなけ
れば、会議を開くことができない。但し、第百十七条の規定による除斥のため半数
に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は
招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に
達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限
りでない。 

209



第百十七条 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、
配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの
者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与するこ
とができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することが
できる。 

第百三十八条 略 
②～④ 略 
⑤ 事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。 
⑥～⑧ 略 
第百三十八条の二 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、
予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普
通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する
義務を負う。 

第百四十七条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代
表する。 

第百四十八条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及び
これを執行する。 

第百四十九条 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。 
一 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 
二 予算を調製し、及びこれを執行すること。 
三 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料
を科すること。 

四 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。 
五 会計を監督すること。 
六 財産を取得し、管理し、及び処分すること。 
七 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。 
八 証書及び公文書類を保管すること。 
九 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。 

第百七十六条 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通
地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日
（条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日）
から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。 

② 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、そ
の議決は、確定する。 
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③ 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものに
ついては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。 

④ 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会
議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこ
れを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。 

⑤ 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは
会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長
にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、
審査を申し立てることができる。 

⑥ 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、
審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違
反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。 

⑦ 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつ
た日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。 

⑧ 前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるも
のは、当該議会を被告として提起しなければならない。 

第百七十七条 普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額
する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共
団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。 
一 法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる
経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費 

二 非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予
防のために必要な経費 

② 前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減
額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算
に計上してその経費を支出することができる。 

③ 第一項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は
減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなす
ことができる。 

第百七十九条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場
合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議
会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕が
ないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決し
ないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することが
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できる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及
び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に
規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 

② 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 
③ 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議におい
てこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 

④ 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承
認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処
置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければな
らない。 

第百八十条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により
特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすること
ができる。 

② 略 
第二百三条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなけれ
ばならない。 

② 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けるこ
とができる。 

③ 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給すること
ができる。 

④ 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定め
なければならない。 
（予算を伴う条例、規則等についての制限） 

第二百二十二条 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件が
あらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講
ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。 

２ 略 
（普通財産の管理及び処分） 

第二百三十八条の五 普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若
しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。 

２～９ 略 
（監査の実施に伴う外部監査人の義務） 

第二百五十二条の三十一 略 
２ 外部監査人は、外部監査契約の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、
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自らの判断と責任において監査をしなければならない。 
３～５ 略 
 
○ 公職選挙法 
（地方公共団体の議会の議員の選挙区） 

第十五条 都道府県の議会の議員の選挙区は、一の市の区域、一の市の区域と隣接す
る町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれか
によることを基本とし、条例で定める。 

２ 前項の選挙区は、その人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の
定数をもつて除して得た数（以下この条において「議員一人当たりの人口」という。）
の半数以上になるようにしなければならない。この場合において、一の市の区域の
人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の市町村の区域
と合わせて一選挙区を設けるものとする。 

３ 一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であつても議員一人当
たりの人口に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設
けることができる。 

４ 一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であるときは、当該町
村の区域をもつて一選挙区とすることができる。 

５ 一の市町村（地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都
市」という。）にあつては、区（総合区を含む。第六項及び第九項において同じ。）。
以下この項において同じ。）の区域が二以上の衆議院（小選挙区選出）議員の選挙区
に属する区域に分かれている場合における前各項の規定の適用については、当該各
区域を市町村の区域とみなすことができる。 

６ 市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区
を設けることができる。ただし、指定都市については、区の区域をもつて選挙区と
する。 

７ 第一項から第四項まで又は前項の規定により選挙区を設ける場合においては、行
政区画、衆議院（小選挙区選出）議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考
慮して合理的に行わなければならない。 

８ 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、
条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を
基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。 

９ 指定都市に対し第一項から第三項までの規定を適用する場合における市の区域
（市町村の区域に係るものを含む。）は、当該指定都市の区域を二以上の区域に分
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けた区域とする。この場合において、当該指定都市の区域を分けるに当たつては、
第五項の場合を除き、区の区域を分割しないものとする。 

１０ 前各項に定めるもののほか、地方公共団体の議会の議員の選挙区及び各選挙区
において選挙すべき議員の数に関し必要な事項は、政令で定める。 
（供託） 

第九十二条 町村の議会の議員の選挙の場合を除くほか、第八十六条第一項から第三
項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しく
は第八項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者一
人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書（その権
利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）の規定
による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この
条において同じ。）を供託しなければならない。 
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 三百万円 
二 参議院(選挙区選出)議員の選挙 三百万円 
三 都道府県の議会の議員の選挙 六十万円 
四 都道府県知事の選挙 三百万円 
五 指定都市の議会の議員の選挙 五十万円 
六 指定都市の長の選挙 二百四十万円 
七 指定都市以外の市の議会の議員の選挙 三十万円 
八 指定都市以外の市の長の選挙 百万円 
九 町村長の選挙 五十万円 

２・３ 略 
（公職の候補者に係る供託物の没収） 

第九十三条 第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四
第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により届出のあつた公職の
候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、
前条第一項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の
選挙にあつては国庫に、都道府県の議会の議員又は長の選挙にあつては当該都道府
県に、市の議会の議員又は長の選挙にあつては当該市に、町村長の選挙にあつては
当該町村に、帰属する。 
一 衆議院（小選挙区選
出）議員の選挙 

有効投票の総数の十分の一 

二 参議院（選挙区選出）
議員の選挙 

通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有
効投票の総数を除して得た数の八分の一。ただし、選挙
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すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員
の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の
数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一 

三 都道府県又は市の議
会の議員の選挙 

当該選挙区内の議員の定数（選挙区がないときは、議員
の定数）をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分
の一 

四 地方公共団体の長の
選挙 

有効投票の総数の十分の一 

２ 略 
 
○ 地方公務員法 
（一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員） 

第三条 略 
２ 略 
３ 特別職は、次に掲げる職とする。 
一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によるこ
とを必要とする職 

一の二～六 略 
 
○ 労働基準法 
（公民権行使の保障） 

第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではな
らない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻
を変更することができる。 

 
○ 国会法 
第五十七条の三 各議院又は各議院の委員会は、予算総額の増額修正、委員会の提出
若しくは議員の発議にかかる予算を伴う法律案又は法律案に対する修正で、予算の
増額を伴うもの若しくは予算を伴うこととなるものについては、内閣に対して、意
見を述べる機会を与えなければならない。 

第百二十四条の二 議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつ
とり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。 
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○ 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 
（職員の任期を定めた採用） 

第三条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が
有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行す
ることが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、
職員を選考により任期を定めて採用することができる。 

２・３ 略 
 
○ 政治資金規正法 
（目的） 

第一条 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重
要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者によ
り行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政
治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候
補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公
明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。 

 
○ 政党助成法 
（目的） 

第一条 この法律は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が
政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、
政党の届出その他政党交付金の交付に関する手続を定めるとともに、その使途の報
告その他必要な措置を講ずることにより、政党の政治活動の健全な発達の促進及び
その公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的
とする。 

 
○ 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 
（不利益取扱いの禁止） 

第百条 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充
裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であった
ことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 
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Ⅶ 外 国 の 議 会 制 度 に 係 る 調 査 結 果 
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